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「経営の健全化のための計画」について

弊社は、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律に従い、優先

株等の引受等の申請を行います。

なお、今後、計画に記載された事項について重大な変更が生じた場合や生じ

ることが予想される場合は、遅滞なく金融再生委員会に報告致します。

住友信託銀行株式会社



目   次

１． 金額・条件等

（１） 根拠                                             ……    ２

（２） 発行金額、発行条件、商品性                       ……    ３

（３） 金額の算定根拠                                   ……    ３

２． 経営の合理化のための方策

（１） 経営の現状及び見通し                             ……  １３

（２） 業務再構築のための方策                           ……  ２３

３． 責任ある経営体制の確立のための方策

（１） 金融機関の社会性・公共性を踏まえた経営理念       ……  ４６

（２） 経営の意志決定プロセスと相互牽制体制             ……  ４８

（３） 自主的・積極的なディスクロージャー               ……  ５５

（４） 従来の経営責任についての考え方                   ……  ５７

４． 配当等により利益の流失が行われないための方策等

（１） 資本注入前の資本政策                             ……  ５９

（２） 資本注入後の資本政策                             ……  ６０

５． 資金の貸付けその他信用供与の円滑化のための方策     ……  ６２

６． 株式等の発行等に係る株式等及び借入金につき利益をもってする消却、

 払戻し、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策

（１） 消却、払戻し、償還又は返済についての考え方       ……  ６５

（２） 収益見通し                                       ……  ６５

７． 財務内容の健全性及び業務の健全性かつ適切な運営確保のための方策

（１） 各種リスク管理の状況                             ……  ７０

（２） 資産運用に係る決裁権限の状況                     ……  ７２

（３） 行内企業格付け、ローングレーディングによる管理の状況  …７３

（４） 資産内容                                         ……  ７５

（５） 償却・引当方針                                   ……  ７９

（６） 含み損益の状況                                   ……  ８５

（７） 金融派生商品等取引動向                           ……  ８６



1

経営の健全化のための計画の前提条件

・ 計画期間中の金利、為替、株価等の設定水準

計数等の記載にあたっては、特にことわりのない限り、下記の条件を前提と

している。但し、６．（２）収益見通しにおける１１年度以降の収益予想に

あたっては、今後の国内外の経済情勢如何で大きく変動する可能性があり、

複数の前提条件を設定している。

（金利）

平成１１年度以降の金利水準は、直近の金利水準を前提に、市場金利に織

込まれている将来の金利見込み（インプライド・フォワード・レート）に

沿って推移するものとした。

１１年３月末 １２年３月末 １３年３月末 １４年３月末 １５年３月末

円金利

  ６ヶ月ＬＩＢＯＲ ０．５８％ ０．９６％ １．６９％ ２．０６％ ２．５２％

  ５年ＳＷＡＰ １．６７％ ２．１３％ ２．５５％ ２．８５％ ３．１２％

ドル金利

  ６ヶ月ＬＩＢＯＲ ５．０３％ ５．０６％ ５．３１％ ５．４０％ ５．５１％

  ５年ＳＷＡＰ ５．３５％ ５．４４％ ５．５６％ ５．６３％ ５．７２％

（為替）

平成１１年度以降は、１ドル１１５円

（平成１１年１月の水準をもとに設定）

（株価）

現状株価水準は日経平均で１５，５００円程度であるが、計画の試算に用

いる有価証券含み損益の前提は、便宜上１０年９月末時点の日経平均株価

１３，４０６円とする。

（その他）

・ 株式の評価方法については現在原価法を採用しているが、平成１３年度

からの会計基準の変更を踏まえ、株式含み損益を資本勘定の増減として

織込んでいる。

・ 自己資本比率の算定にあたっては、事業用土地の再評価益を織込んでい

ない。
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１． 金額・条件等

 

（１） 申請の根拠等

当社は、平成１０年度において不良債権処理を完了させるため、約４，０００

億円の償却等の処理を実施する予定である。今後は、毀損した自己資本の早期

回復のため、一段の徹底したリストラと業務再構築を行い、期間収益の拡大に

よる内部留保の蓄積を図るとともに、外部からの資本調達を適宜実施して、グ

ローバルスタンダードレベルの財務基盤を確保することを最重要の経営課題

として取り組んでいく。

しかしながら、我が国の金融システムが内外の厳しい評価に晒され、信用供与

の収縮が懸念されている現況を踏まえれば、可及的速やかに市場の信認を向上

させることが全金融機関にとっての緊急の課題となっている。当社においても、

早急な資本増強による信用力の強化を図り、健全な金融仲介機能を従来以上に

発揮することが最大の責務と認識している。以上の認識のもとに、金融機能の

早期健全化のための緊急措置に関する法律第４条第２項、同第７条に基づき、

優先株式並びに劣後特約付き社債の引受けを申請する。

また、併せて平成１１年３月に海外子会社による円建て永久優先出資証券（以

下、｢海外優先出資証券｣）の発行による約８３０億円のＴＩＥＲ１資本調達を

民間ベースで別途実施する予定である。

（金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第７条第１項各号の

要件への適合について）

・ 我が国の金融システムが内外の厳しい評価に晒され、信用供与の収縮が懸念

されている現況を踏まえれば、可及的速やかに市場の信認を向上させること

が緊急の課題であり、早急な資本増強による信用力の強化を図り、健全な金

融仲介機能を従来以上に発揮することが必要であることから、

 第１号の要件に該当し、

・ また、当社が健全な自己資本の状況にある旨の区分に該当することと合せて、

第５号ロの要件にも該当する。

・ 当社は、

① 平成１０年度の大規模な不良債権処理（約４，０００億円）後でも、１１

年３月末の自己資本（単体資本勘定）は公的資金導入前で５，６５０億円、

自己資本比率は１０．３８％を確保する見込みであること、
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② 今後の収益見込みについては、平成１１年度から１４年度の修正業務純益

（信託勘定での不良債権処理及び一般貸倒引当金繰入額を補正した実勢

ベースの業務純益、以下同じ）は年間１，４００～１，５４０億円、有価

証券含み損の処理並びに今後の景況回復の遅れによる若干の貸倒損失負

担を保守的に織込んだ上で、税引き後の当期利益は年間４１０～

８６０億円、配当流出後の内部留保額増加は年間３００～７５０億円と回

復基調を見込んでおり、本件申請額２，０００億円は十分に返済可能であ

ることから、第２号の要件に該当する。

・ 本件申請に際して提出する経営健全化のための計画には、健全な自己資本の

状況にある旨の区分に該当する銀行として当社が行なうべき事項が網羅さ

れており、その確実な履行を通じて各々の方策が実行されることから、第３

号の要件に該当する。

・ なお、当社は健全な自己資本の状況にある旨の区分に該当する銀行であり、

第４号の要件の適用はない。

（２） 発行金額、発行条件、商品性

 

発行条件に関しましては、「個別金融機関において、普通株式の配当利回り

は、優先株式の配当率以下とすることを原則とする」とした金融再生委員会

の考え方を踏まえて申請します。

① 優先株式

     発行金額            １，０００億円

      発行条件、商品性    別添優先株式の概要をご参照

② 劣後特約付き社債

     発行金額            １，０００億円

      発行条件、商品性    別添劣後特約付き社債の概要をご参照

（３） 金額の算定根拠及び当該自己資本の活用方針

（金額の算定根拠）

今回の公的資金による資本増強により、顧客・市場等の信認を得る財務基盤

を確保する考えであり、具体的金額の算定は下記の観点より行なった。
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① 自己資本比率の観点

自己資本比率で１０％以上、なかんずくコア資本であるＴＩＥＲ１比率で

６％以上を安定的にクリアすることを目途とし、信託銀行としての事業の特

性（信託業務の受託者としての質的要件の高い信用力）を踏まえた、他業態

より一段と高い自己資本比率の確保が必要であると考えている。

上述の通り、平成１０年度に約４，０００億円を処理することにより、不良

債権への所要の引当を完了するため、平成１０年度決算において１，０００

億円の当期損失を計上する見込みである。但し、これによるＴＩＥＲ１の減

少は、平成９年６月に海外市場で発行した強制転換権付劣後社債（以下、強

制転換劣後債という）１，１００億円のうち約９００億円が１０年１０月以

降に株式転換したことによってほぼ相殺される。さらに今回の海外優先出資

証券の発行による民間ベース調達約８３０億円と公的資金の導入２，０００

億円を加えて、安定的かつ高水準の自己資本比率の達成を目指すもの。上記

調達後の平成１１年３月末時点の自己資本比率は１２．２５％、うちＴＩＥ

Ｒ１比率７．０８％となり、有価証券含み損（平成１０年９月末時点での８

８７億円の含み損を前提にすれば、自己資本比率で０．８３％の低下要因）

を考慮しても十分な水準である。

② 返済力の観点

今回の公的資金導入は、金融市場のストレスが再度高まる当面のリスクに備

えて、可及的速やかに資本基盤の強化を図ることが最優先課題との認識のも

とに取組むものである。但し、将来的には期間損益による内部留保の蓄積に

注力し、市場が十分納得する資本勘定の充実を確保した段階で優先株式の消

却を実施し、資本効率改善も睨んだ資本政策に転換していく方針であり、こ

の方針は金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律（以下、早期

健全化法という）の趣旨にも適うものと考えている。

詳細は後記６．に譲るが、この観点より、今後の収益計画を簡記すると、平

成１１年度から１４年度の修正業務純益は年間１，４００～１，５４０億円

を見込んでいる。平成１０年度の不良債権処理４，０００億円により現段階

で予測しうる所要の引当、資産の健全化を完了するが、今後の景況回復の遅

れを保守的に見て若干の追加損失負担を織込み、更に有価証券含み損の処理

を実施した上で、この間の税引き後の当期利益は年間４１０～８６０億円、
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配当流出後の内部留保額増加は年間３００～７５０億円と回復基調を見込

んでおり、今回の申請額２，０００億円は今後の内部留保の蓄積により充分

返済可能な金額と考える。

（調達形態の決定根拠）

  

資本基盤強化の観点からは資本性が高い転換型優先株による調達が望まし

いものの、転換型優先株については潜在株式数の増加を伴い、大量発行の場

合は株式価値の希薄化を生じ既存株主の利益を損なうことにもなりかねな

い。従って、当社は資本充実の観点と既存株主の利益の観点の双方を勘案し、

早期健全化法上認められた調達形態の中から、転換型優先株と劣後社債を組

み合わせた調達を行なうこととした。

なお、公的資金申請に先立って実施した強制転換劣後債１，１００億円の転

換済の約９００億円と今回実施予定の自助努力調達８３０億円により、平成

１１年３月末のＴＩＥＲ１比率は公的資金を除いたベースでも既に６．１

４％（自己資本比率は１０．３８％）を確保できる見込みであり、こうした

当社の資本構成の現状と上記潜在株式数の増加に配慮して、転換型優先株式

の申請額は１，０００億円とし、残り１，０００億円を劣後社債による調達

とした。（公的資金調達後の自己資本比率は１２．２５％、ＴＩＥＲ１比率

は７．０８％）
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＜主要計数＞

当社の向こう５年間の収益計画及び資本の状況は以下の通りである。

（詳細計数は図表１－２、図表２をご参照）

   （単位：億円、％）
11/3期 12/3期 13/3期 14/3期 15/3期 5年累計

修正業務純益＊１ 2,150 1,400 1,400 1,470 1,540 7,960
不良債権処理額 (▲) 4,000 400 200 50 50 4,700
株式等関係損益

(ｳﾁ株式等償却他)
100

(100)
▲ 300
(300)

▲ 300
(300)

0
(0)

0
(0)
▲500
(700)

経常利益 ▲1,800    700 900     1,420 1,490 2,710
当期利益 ▲1,000     410      530      820 860 1,620
内部留保金額 ▲1,100     300      420      710 750 1,080
自己資本比率 12.25% 12.34% 12.12% 11.98% 11.28%
ＴＩＥＲ１比率 7.08% 7.55% 7.94% 8.45% 9.15% 11/3 比増減

ＴＩＥＲ１＊２ 7,580 8,080 8,500 9,050 9,800 2,220
ＴＩＥＲ２＊３ 5,530 5,130 4,470 3,770 2,280 ▲3,250
リスクアセット 107,000 107,000 107,000 107,000 107,000 ±0
＊ １ 信託勘定での不良債権処理額及び一般貸倒引当金繰入額を補正した実勢ベ
ースの業務純益

＊ ２ 自助努力調達による海外優先出資証券 830 億円、公的資金による優先株
式 1,000億円と劣後債 1,000億円を含む
＊ ３ 永久劣後債・期限付劣後債とも、コール期限到来時に全額償還の前提で
作成

＊ ４ 有価証券含み損に関しては、時価法導入に先立って、価格下落が相対的
に大きい株式について、償却若しくは売却による処理を予定。

14/3月期の時価法適用により、残りの含み損も資本勘定に反映（企業会計審
議会公表の｢金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書｣に従い、税効果

を調整の上、資本勘定（ＴＩＥＲ１）から減算）され、健全化が完了する。

＊ ５ 当社は、不動産の含み益（平成１０年９月末５９０億円）は再評価準備
金に計上しておらず、上記計数の算出にも含めていない。
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（使途）

当社は、信用力の早急な強化を図り、早期健全化法が求める健全な金融仲介

機能を従来以上に発揮することが金融機関としての最大の責務と認識して

いる。従来より、貸出計画の柔軟かつ機動的な運営により、当社顧客層の多

種多様な資金ニーズに対応してきたところであるが、今回の計画立案にあた

って見直しにより、国内の中小企業向け貸出を中心に貸出計画を約７，００

０億円上方修正を行なっている。

今後も資産内容の効率化を一層推進する一方で、公的資金による資本増強と

これら効率化により生じた貸出余力を健全な貸出に振り向け、現下の課題で

ある信用供与の円滑化に努力するとともに、当社としてもより一層健全で効

率的な貸出等資産内容の構築を目指す考えである。

また、今回の申請と合せて策定した経営の健全化のための計画の履行を通し

て、リストラの徹底による効率化を図り、同時にビッグバン後の当社業務構

造に適合した競争力向上のためのシステム開発投資等を実施していく。
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住友信託銀行株式会社第一回優先株式の概要

１．優先株式の名称 住友信託銀行株式会社第一回優先株式（以下「本優先株

式」という）

２．発行株式数 無額面優先株式１２５，０００，０００株

３．発行価額 1株につき８００円

４．発行価額中資本に組入れない額 1株につき４００円

５．発行方法 株式会社整理回収銀行に直接全額割当てる方法により発

行する。

６．払込期日 平成１１年３月３０日

７．配当起算日 平成１１年３月３１日

８．優先配当金 1 株につき６円８銭とする。ただし、平成１１年３月３

１日の１日間に対する優先配当金については、１株につ

き２銭とする。

９．優先中間配当金 1株につき３円４銭とする。

10．残余財産の分配 当社は、残余財産を分配するときは、本優先株主に対し、

普通株主に先立ち、本優先株式 1 株につき８００円を支

払う。本優先株主に対しては、上記８００円のほか､残余

財産の分配は行わない。

11．消却 当社は、いつでも本優先株式を買い入れ、これを株主に

配当すべき利益をもって当該買入価額により消却するこ

とができる。

当社は、平成２１年３月３０日に、本優先株式１株につ

き８００円に、その時点の普通株式の時価を乗じ、その

時点において有効な転換価額で除した価額を償還価額と

して、本優先株式の全部または一部の償還をすることが

できる。

12．議決権 本優先株主は、株主総会において議決権を有しない。た

だし、法令の定める場合はこの限りではない。
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13．新株引受権等 当社は、法令に定める場合を除き、本優先株式につき株

式の併合または分割は行わない。当社は、本優先株主に

は、新株の引受権または転換社債もしくは新株引受権付

社債の引受権を与えない。

14．普通株式への転換

(1)転換を請求し得べき期間 平成１３年４年１日から平成２１年３年３０日までとす

る。ただし、当社の株主総会において権利を行使すべき

株主を確定するための一定の日(以下「基準日」という。)

を定めたときは、その翌日から当該基準日の対象となる

株主総会終結の日までの期間を除く。

(2)転換の条件 本優先株主は、上記の転換を請求し得べき期間中、下記

の転換の条件で本優先株式の当社額面普通株式（以下「普

通株式」という。）への転換を請求することができる。

(i) 当初転換価額 当初転換価額は、３５０円とする。

         （ii）転換価額の修正 転換価額は、平成 12 年 10 月１日以降平成 20 年 10 月１

日までの毎年 10 月１日（以下、それぞれ「修正日」とい

う。）において、当該修正日に先立つ４５取引日目に始

まる３０取引日の東京証券取引所における当社の普通株

式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む）の平均値

（終値のない日数を除き、その計算は円位未満小数第２

位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）を時

価とし、当該時価に 1.025 を乗じた価額（１円未満の端

数は切り上げる。）に修正されるものとする。ただし、

当該価額が２４５円（以下「下限転換価額」といい、下

記（iii）の調整を受ける。）を下回るときは修正後の転

換価額は下限転換価額とする。
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 （iii）転換価額の調整 転換価額（下限転換価額を含む。）は、当社が本優先株

式を発行後、時価を下回る払込金額での新たな普通株式

の発行、株式分割その他一定の場合には、次の算式によ

って調整される。

                          既 発 行     新規発行普通株式数×１株当り払込金額

 調整後       調整前      普通株式数              １株当り時価

       転換価額 ＝  転換価額   ×                                                      

                                     既発行普通株式数  ＋  新規発行普通株式数

ただし、上記の算式により計算される転換価額が普通株

式の額面金額の２倍の額を下回る場合には、当該額面金

額の２倍の額をもって調整後転換価額とする。

(3)転換により発行すべき普通株式数 本優先株式の転換により発行すべき普通株式数は、本優

先株主が転換請求のために提出した本優先株式の発行価

額総額を転換価額で除した数とし、転換により発行すべ

き株式数の算出にあたって１株未満の端数が生じたとき

は、これを切り捨てる。

(4)転換により発行する株式の内容 当社額面普通株式(現在１株の額面金額５０円)

(5)転換請求受付場所 事務取扱場所：大阪市中央区北浜四丁目５番３３号

              住友信託銀行株式会社  証券代行部

(6)転換の効力発生 転換の効力は、転換請求に要する書類および本優先株式

の株券が上記(5)に記載する転換請求受付場所に到達し

たときに発生する。ただし、本優先株式の株券が発行さ

れていないときは、株券の提出を要しない。

＋
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15．普通株式への一斉転換 本優先株式のうち、平成 21 年３月３０日までに転換請求

のなかった優先株式は、平成 21 年３月３１日（以下「一

斉転換日」という。）をもって、本優先株式１株の払込

金相当額を一斉転換日に先立つ４５取引日目に始まる３

０取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普

通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終

値のない日数を除く。）で除して得られる数の普通株式

となる。ただし、平均値の計算は円位未満小数第２位ま

で算出し、その小数第２位を四捨五入する。この場合、

当該平均値が普通株式の額面金額または２４５円のいず

れか高い金額を下回るときは、優先株式１株の払込金相

当額を当該いずれか高い金額で除して得られる数の普通

株式となる。上記の普通株式数の算出にあたって１株に

満たない端数が生じたときは、商法に定める株式併合の

場合に準じてこれを取り扱う。

16．期中転換または一斉転換があった

場合の取扱

本優先株式の転換により発行された普通株式に対する最

初の利益配当金又は中間配当金は、転換の請求または一

斉転換が４月１日から９月３０日までになされたときは

４月１日に、１０月１日から翌年３月３１日までになさ

れたときは１０月１日に、それぞれ転換があったものと

みなしてこれを支払う。

17．上記各条項については、平成１１年３月２４日に予定している臨時株主総会での定

款変更の特別決議の成立並びに各種の法令に基づく届出、許認可等の効力発生を条件

とする。
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住友信託銀行株式会社

第一回無担保期限前償還条項付社債（劣後特約付）の概要

１．社債の名称 住友信託銀行株式会社

第一回無担保期限前償還条項付社債（劣後特約付）

２．社債総額 １００，０００，０００，０００円

３．払込日 平成１１年３月３０日

４． 償還日

５． 発行価格

６． 償還価格

平成２３年３月３１日

額面１００円につき１００円

額面１００円につき１００円

７． クーポン

 平成１１年３月３０日の翌日

 から平成１８年３月３１日まで

 平成１８年３月３１日の翌日

 から償還日まで

 ６ケ月円 LIBOR ＋１．５３％

 ６ケ月円 LIBOR ＋２．０３％

８．利払日 平成１１年９月３０日を初回とする毎年３月３１日

及び９月３０日

９．期限前償還 平成１８年３月３１日またはそれ以降の各利払期日

に、その全額に限り、額面１００円につき１００円の

価格で期限前償還をすることができる。

10．劣後事由 当社に対し破産宣告または会社更生手続開始決定が

なされた場合（外国法に基づく同様の手続が外国で行

われる場合を含む）、元利金支払請求権の効力は、当

該手続において優先する債権すべてが全額の弁済を

受けたことを停止条件とする。

11．募集の方法

12．格付

整理回収銀行による直接全額引受による。

取得しない。               

13．上記各条項については、各種法令に基づく届出、許認可の効力発生を条件とする。
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２．経営の合理化のための方策

（１） 経営の現状及び見通し

イ． 概況

（経営の現状）

当社を含め我が国の金融機関は、所謂バブル以降の経済環境の激変や長期

にわたる不動産・証券市況の低迷により、多額の不良債権を抱え、その処

理に体力を消耗している。一方、ビッグバンを控え、金融機関の競争はグ

ローバル化しており、競争激化は益々進展していくものと予想される。

また、市場の圧力により予想以上のスピ―ドで金融再編が進む等、当社を

取り巻く環境は一層厳しさを増している。

当社としてもこの激化する競争下で、勝ち残りを果たし、ビッグバン以降

に発展を遂げるためには、メリハリの効いた事業フォーカスを実施する必

要がある。

具体的には「２（２）業務再構築のための方策」でふれるが、特に今後、

高齢化の進展、金融ビッグバン等の進展を背景に、年金・投資信託等の市

場拡大が予想される信託業務において、これまで培ってきたノウハウ及び

圧倒的な競争優位性を活かし、銀行事業と並ぶ収益基盤の柱にしていく方

針であり、これに沿う形で、経営資源についても、注力業務に集中的に投

資していく。そのための経営資源については、徹底的な効率化によるコス

ト削減により、その源資を生み出していく考えである。

（収益動向及び計画）

     （詳細計数は、図表１をご参照）

平成１０年度の修正業務純益（信託勘定での不良債権処理及び一般貸倒引

当金繰入額を補正した実勢ベースの業務純益、図表１の表下に注記）は、

２，１５０億円と前年度比３４７億円の増益を見込んでいる。これは、合

理化効果が前倒しで顕れていることによる経費減少（前年度比△８６億円）、

貸付信託の信託報酬増加、高水準の国債等債券関係損益が見込まれること

などによるものである。

好調な業務純益を計上する一方で、平成１０年度の不良債権処理額は、約

４，０００億円（銀行勘定の貸出金償却・個別貸倒引当金繰入約３，００

０億円、信託勘定での貸出金関係損失５００億円、一般貸倒引当金の純繰

入３００億円など）を実施する予定であり、経常利益は△１，８００億円、

当期利益は△１，０００億円となる見込み。

本件不良債権処理により、広義関連会社の資産健全化を終了し、ゼネコン

や不動産関連等今後支援が想定される案件について必要な引当を確保し、

現段階で予測しうる範囲内での資産健全化は完了すると考えている（本件

処理後の資産内容は、７（４）､（５）で後述するが、不良債権への引当状

況でみれば、危険債権の未保全部分に対して７０％、要管理債権の未保全

部分に対して１５％、要管理債権以外の要注意債権に対して５～６％以上

の引当を確保する見込み）。
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平成１１年度以降については、国債等債券関係損益を織り込まない保守的

な前提での計画としているが、コア収益の中期的な維持・向上のために、

競争力を保持でき、かつ収益性の期待出来る信託を中心とした業務に経営

資源を投下していくとともに、収益性の低い業務の縮小・撤退及び業務運

営の見直し・効率化によるコスト削減を更に徹底していく方針である（こ

れら業務再構築の内容については、（２）をご参照）。

これらにより、国債等債券関係損益を除いた業務粗利益は平成９年度２，

６９７億円、１０年度２，６００億円から平成１４年度には２，８６５億

円に増加、経費は平成９年度１，５４６億円、１０年度１，４６０億円か

ら、平成１４年度には注力業務への前向き投資を含んだ上で１，３２５億

円に減少（平成９年度比約１４％削減、既往ピークの平成２年度の１，６

０３億円に対して１７％の削減となる）、修正業務純益は国債等債券関係

損益を織り込まない保守的な前提で１，４００～１，５４０億円の計画と

している。

資産健全化については、有価証券含み損の処理並びに信託勘定決算の期ズ

レによる貸出関係損失の翌年度処理分や景気回復の遅れによる取引先の信

用悪化懸念を保守的に織り込み、経常利益は７００～１，４９０億円、当

期利益は４１０～８６０億円と見込んでいる。

（自己資本比率の状況）

    （詳細計数は、図表２をご参照）

平成１１年３月末の自己資本は１兆３，１１０億円で、１０年３月末比約

１，３００億円の増加を見込んでいる。

上述の通り、平成１０年度決算において、約４，０００億円を処理し、不

良債権への所要の引当を完了するため、１，０００億円の当期損失を計上

する見込みである。これにより、平成９年６月の強制転換劣後債による自

力調達１，１００億円はほぼ相殺されるが、今回、海外優先出資証券の発

行による民間ベース調達約８３０億円と公的資金の導入２,０００億円によ
り、上記の自己資本増加を確保する計画である。

一方リスクアセットについては、バルクセールを含む不良債権処理や資産

の流動化、海外資産の圧縮などにより、１０年３月末比で約△１兆２，０

００億円の減少を予想しており、この結果、平成１１年３月末の自己資本

比率は１２．２５％と、１０年３月末比２．３６％改善する見込みである。

なお、優先株式、海外優先出資証券並びに平成９年６月に自力調達した強

制転換劣後社債の株式への転換約９００億円など、前年比で見ると自己資

本の増加の大宗がＴＩＥＲ１であり、平成１１年３月末のＴＩＥＲ１比率

は７．０８％（１０年３月末比１．８１％改善）となる見込み。

今後の見通しについても、既調達の劣後債務の借換えを行なわず、平成１

４年３月期からの時価法導入までに有価証券含み損（平成１０年９月末８

８７億円）の処理を完了する前提で、１５年３月期の自己資本比率
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１１．２８％、なかでもＴＩＥＲ１比率は、来年度以降の期間損益による

内部留保増加により９．１５％を確保できる計画であり、当社の自己資本

比率は十分高いレベルを維持するものと考えている。
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（図表１－１）収益動向及び計画 １１/３の右側は株式等の引受け等の承認を前提としない場合の見込み計数

９／３月期 １０／３月期 １１／ ３月期 ９／９月期 １０／９月期
実績 実績 見 込み 実績 実績

（規模）〈資産・負債は平残、資本勘定は末残〉 （億円）
総資産 158,790 158,366 159,500 159,000 153,038 161,607
貸出金 93,782 91,753 83,700 83,200 90,584 86,447
有価証券 31,314 30,616 33,100 33,100 28,642 33,336
特定取引資産 ー 1,020 2,000 2,000 907 2,023

総負債 154,206 153,227 154,500 154,000 148,372 157,890
預金・ＮＣＤ 57,377 63,230 66,800 66,800 57,798 74,129
債券 ー ー ー ー ー ー
特定取引負債 ー 83 100 100 82 93

資本勘定計 4,626 3,810 6,650 5,650 4,791 3,852
資本金 1,820 1,820 2,770 2,270 1,820 1,820
資本準備金 1,354 1,354 2,304 1,804 1,354 1,354
利益準備金 336 356 376 376 346 366
剰余金 1,115 279 1,200 1,200 1,270 310
（収益） （億円）
業務粗利益 5,163 3,099 3,110 3,110 1,637 1,618
信託報酬 3,327 1,426 1,450 1,450 703 626
資金利益 1,127 860 850 850 425 430
役務取引等利益 307 279 230 230 133 103
その他業務利益(特定取引損益込み) 401 533 580 580 374 458
国債等債券関係損（▲）益 361 402 510 510 270 406
経費 1,432 1,546 1,460 1,460 765 710
人件費 639 659 610 610 336 301
物件費 744 805 780 780 399 376

業務純益 3,732 1,314 1,350 1,350 877 878

信託勘定償却前業務純益  （注１） 2,236 1,565 1,850 1,850 1,000 1,223

貸出金償却 479 243 60 60 113 7
個別貸倒引当金繰入額 2,377 2,733 2,970 2,970 605 864
株式関係損（▲）益 167 898 100 100 153 141
株式等償却 570 42 100 100 749 100

経常利益 140 -934 -1,800 -1,800 218 77

特別利益 17 250 40 40 10 16
特別損失 37 30 0 0 14 1

税引後当期利益 133 -716 -1,000 -1,000 214 91

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（前年同期比、億円）

　　　

リストラによる経費削減額 -1 -6 -103 -103 － －
      営業基盤強化による粗利益増加額 － － 61 61 － －
（配当） （億円、円、％）
配当可能利益 1,115 199 1,120 1,120 1,214 239
配当金 87 99 92 92 49 49
配当率 14.0 16.0 14.0 14.0 16.0 16.0
配当性向 65.09 － － － 23.20 54.37
（経営指標）   利回り・利鞘は３勘定ベース （％）
資金運用利回（Ａ） 4.27 3.70 3.64 3.64 3.77 3.75
貸出金利回（Ｂ） 2.63 2.50 2.32 2.32 2.45 2.48
有価証券利回 3.64 3.23 2.91 2.91 3.38 3.26

資金調達原価（Ｃ） 3.89 3.61 3.49 3.49 3.60 3.58
預金利回（含むＮＣＤ）（Ｄ） 1.74 1.65 1.41 1.41 1.60 1.36
経費率（Ｅ） 0.89 0.99 0.97 0.97 0.99 0.89
人件費率 0.40 0.42 0.40 0.40 0.43 0.37
物件費率 0.46 0.51 0.52 0.52 0.52 0.47
資金調達利回（Ｆ） 3.12 2.76 2.72 2.72 2.75 2.80

総資金利鞘（Ａ）－（Ｃ） 0.38 0.09 0.15 0.15 0.16 0.16
預貸金利鞘（Ｂ）－（Ｄ）－（Ｅ） -0.01 -0.14 -0.06 -0.06 -0.15 0.22
資金粗利鞘（Ａ）－（Ｆ） 1.14 0.94 0.92 0.92 1.01 0.94

非金利収入率 78.15 72.24 72.67 72.67 73.99 73.38

ROE（信託勘定償却前業務純益/資本勘定） 48.33 41.08 27.82 32.74 41.76 63.51
ROE（業務純益 /資本勘定） 80.68 34.50 20.30 23.89 36.62 45.62
ROA（信託勘定償却前業務純益/銀行総資産） 1.40 0.98 1.15 1.16 1.30 1.51
ROA（業務純益 /銀行総資産） 2.35 0.83 0.84 0.85 1.14 1.08

修正業務純益   (注２） 2,234 1,803 2,150 2,150 994 1,253

（注１、注２）信託勘定償却前業務純益、修正業務純益とも経理上、業務純益計算に含まれる不良債権
                処理の影響を修正して、実勢ベースの業務純益をみるための指標。
               ・信託償却前業務純益は、業務純益から信託勘定での不良債権処理額を控除したもの。
               ・修正業務純益は、信託償却前業務純益から一般貸倒引当金純繰入額を控除したもの。
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（図表１－１）収益動向及び計画
        元本補填契約のある信託 １１/３の右側は株式等の引受け等の承認を前提としない場合の見込み計数

９／３月期 １０／３月期 １１／ ３月期 ９／９月期 １０／９月期
実績 実績 見 込み 実績 実績

    合同運用指定金銭信託
   （規模）〈末残〉 （億円）
総資産 11,319 9,621 7,800 7,800 9,932 9,218
貸出金 3,683 3,314 3,200 3,200 3,450 3,259
有価証券 343 263 200 200 264 157
その他 7,292 6,043 4,400 4,400 6,218 5,802

総負債 11,319 9,621 7,800 7,800 9,932 9,218
元本 11,250 9,583 7,750 7,750 9,891 9,199
その他 68 38 50 50 40 18

    貸付信託
   （規模）〈末残〉 （億円）
総資産 87,279 76,373 68,150 68,150 80,945 71,195
貸出金 31,327 31,817 32,000 31,400 29,114 32,297
有価証券 10,072 9,235 8,000 8,000 9,848 8,727
その他 45,879 35,321 28,150 28,750 41,983 30,170

総負債 87,279 76,373 68,150 68,150 80,945 71,195
元本 83,931 74,148 66,600 66,600 78,366 69,423
その他 3,347 2,224 1,550 1,550 2,579 1,772
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（図表１－２）収益動向及び計画 １１/３の右側は株式等の引受け等の承認を前提としない場合の見込み計数

１１／３月期 １２／３月期 １３／３月期 １４／３月期 １５／３月期
見 込み 計画 計画 計画 計画

（規模）〈資産・負債は平残、資本勘定は末残〉 （億円）
総資産 159,500 159,000 152,000 152,200 152,000 148,700
貸出金 83,700 83,200 80,700 82,000 83,100 83,900
有価証券 33,100 33,100 32,500 32,200 31,200 29,400
特定取引資産 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

総負債 154,500 154,000 147,000 146,500 146,300 142,000
預金・ＮＣＤ 66,800 66,800 61,800 66,500 71,600 75,700
債券 ー ー ー ー ー ー
特定取引負債 100 100 100 100 100 100

資本勘定計       (注１) 6,650 5,650 7,150 7,570 8,120 8,870
資本金 2,770 2,270 2,870 2,870 2,870 2,870
資本準備金 2,304 1,804 2,404 2,404 2,404 2,404
利益準備金 376 376 397 417 438 458
剰余金 1,200 1,200 1,479 1,879 2,408 3,138
（収益）
業務粗利益 3,110 3,110 2,630 2,660 2,815 2,865
信託報酬 1,450 1,450 1,440 1,430 1,480 1,500
資金利益 850 850 850 870 945 945
役務取引等利益 230 230 260 280 310 340
その他業務利益(特定取引損益込み) 580 580 80 80 80 80
国債等債券関係損（▲）益 510 510 0 0 0 0
経費 1,460 1,460 1,430 1360 1,345 1,325
人件費 610 610 580 530 525 520
物件費 780 780 770 750 740 725

業務純益 1,350 1,350 1,200 1300 1,470 1,540

信託勘定償却前業務純益  （注２） 1,850 1,850 1,400 1400 1,470 1,540

貸出金償却 60 60
個別貸倒引当金繰入額 2,970 2,970 200 100 50 50
株式等債券関係損（▲）益 100 100 -300 -300 0 0
株式等償却 100 100 300 300 0 0

経常利益 -1,800 -1,800 700 900 1,420 1,490

特別利益 40 40 0 0 0 0
特別損失 0 0 0 0 0 0

税引後当期利益 -1,000 -1,000 410 530 820 860

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（前年同期比、億円）

　　　　

リストラによる経費削減額 -103 -103 -69 -102 -25 -45
      営業基盤強化による粗利益増加額 61 61 115 55 105 135
（配当）   配当率は、普通株式について記載
配当可能利益 1,120 1,120 1,400 1,800 2,330 3,060
配当金 92 92 110 110 110 110
配当率 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0
配当性向 － － 27% 21% 13% 13%
（経営指標）   利回り・利鞘は３勘定ベース
資金運用利回（Ａ） 3.65 3.65 3.50 3.65 3.86 4.06
貸出金利回（Ｂ） 2.32 2.32 2.42 2.68 2.90 3.12
有価証券利回 2.91 2.91 2.71 2.69 2.62 2.62

資金調達原価（Ｃ） 3.49 3.49 3.35 3.57 3.80 4.04
預金利回（含むＮＣＤ）（Ｄ） 1.41 1.41 1.43 1.72 2.02 2.30
経費率（Ｅ） 0.97 0.97 1.05 1.03 1.03 1.04
人件費率 0.40 0.40 0.42 0.40 0.40 0.40
物件費率 0.52 0.52 0.57 0.56 0.56 0.56
資金調達利回（Ｆ） 2.72 2.72 2.54 2.77 3.00 3.23

総資金利鞘（Ａ）－（Ｃ） 0.15 0.15 0.14 0.08 0.05 0.01
預貸金利鞘（Ｂ）－（Ｄ）－（Ｅ） -0.06 -0.06 -0.06 -0.07 -0.15 -0.22

資金粗利鞘（Ａ）－（Ｆ） 0.92 0.92 0.96 0.88 0.86 0.83

非金利収入率 72.67 72.67 67.68 67.29 66.43 67.02

RO E（信託勘定償却前業務純益/資本勘定） 27.82 32.74 19.58 18.54 18.00 17.36
RO E（業務純益/資本勘定） 20.30 23.89 16.78 17.22 18.00 17.36
R O A（信託勘定償却前業務純益/総資産） 1.15 1.16 0.92 0.91 0.96 1.03
R O A（業務純益/総資産） 0.84 0.85 0.78 0.85 0.96 1.03

修正業務純益   (注３） 2,150 2,150 1,400 1,400 1,470 1,540

（注１）有価証券含み損に関しては、時価法導入に先立って、価格下落が相対的に大きい株式について
                処理の影響を修正して、実勢ベースの業務純益をみるための指標。  償却若しくは売却による処理を予定（12/3月期、13/3月期に各300億円を織込み）。
  14/3月期の時価法適用により、残りの含み損も資本勘定に反映(企業会計審議会公表の｢金融商品に係る
  会計基準の設定に関する意見書｣に従い、税効果を調整の上、資本勘定から減算）され、健全化が完了する。
（注２、注３）信託勘定償却前業務純益、修正業務純益とも経理上、業務純益計算に含まれる不良債権
                処理の影響を修正して、実勢ベースの業務純益をみるための指標。
               ・信託償却前業務純益は、業務純益から信託勘定での不良債権処理額を控除したもの。
               ・修正業務純益は、信託償却前業務純益から一般貸倒引当金純繰入額を控除したもの。
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（図表１－２）収益動向及び計画
        元本補填契約のある信託 １１/３の右側は株式等の引受け等の承認を前提としない場合の見込み計数

１１／ ３月期 １２／３月期 １３／３月期 １４／３月期 １５／３月期
見 込み 計画 計画 計画 計画

    合同運用指定金銭信託
   （規模）〈末残〉 （億円）
総資産 7,800 7,800 7,500 7,500 7,400 7,300
貸出金 3,200 3,200 3,100 3,100 3,000 2,900
有価証券 200 200 200 200 200 200
その他 4,400 4,400 4,200 4,200 4,200 4,200

総負債 7,800 7,800 7,500 7,500 7,400 7,300
元本 7,750 7,750 7,450 7,450 7,350 7,250
その他 50 50 50 50 50 50

    貸付信託
   （規模）〈末残〉 （億円）
総資産 68,150 68,150 61,300 57,000 50,500 46,500
貸出金 32,000 31,400 32,400 31,800 31,700 31,000
有価証券 8,000 8,000 7,000 6,000 5,000 5,000
その他 28,150 28,750 21,900 19,200 13,800 10,500

総負債 68,150 68,150 61,300 57,000 50,500 46,500
元本 66,600 66,600 59,900 55,800 49,400 45,500
その他 1,550 1,550 1,400 1,200 1,100 1,000
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（図表２）自己資本比率の推移・・・採用している基準 ＝ 国際統一基準
(億円）

9／3期 10／3月期 11／3月期 12／3月期 13／３月期 14／3月期 １5／3月期
実績 実績 見込み 計画 計画 計画 計画

普通株式   （注１） 1,820 1,820 2,270 2,370 2,370 2,370 2,370
優先株式（非累積型）  （注２） - - 500 500 500 500 500
優先出資証券   （注３） - - 830 830 830 830 830
資本準備金、利益準備金

及び任意積立金等（注１、２） 5,063 4,462 3,980 4,380 4,800 5,350 6,100
その他 - - - - - - -
TierⅠ 計 6,883 6,282 7,580 8,080 8,500 9,050 9,800
優先株式（累積型） - - - - - - -
優先出資証券 - - - - - - -
永久劣後債  （注４） - 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 -
永久劣後ローン - - - - - - -
有価証券含み益 1,671 - - - - - -
土地再評価益 - - - - - - -
貸倒引当金 281 518 818 814 819 816 818
その他   （注５） - 1,100 200 0 0 0 0
Ｕｐｐｅｒ Ｔｉｅｒ Ⅱ 計 1,952 2,968 2,368 2,164 2,169 2,166 818
期限付劣後債  （注６） 1,884 2,062 2,802 2,726 2,181 1,604 1,462
期限付劣後ローン 600 480 360 240 120 0 0
その他 - - - - - - -
LowerＴｉｅｒ Ⅱ 計 2,484 2,542 3,162 2,966 2,301 1,604 1,462
TierⅡ 計 4,437 5,510 5,530 5,130 4,470 3,770 2,280
TierⅢ - - - - - - -

自己資本合計 11,320 11,793 13,110 13,210 12,970 12,820 12,080
（億円）

リスクアセット 126,221 119,148 107,000 107,000 107,000 107,000 107,000
オンバランス項目 108,724 102,990 92,000 92,000 92,000 92,000 92,000
オフバランス項目 17,497 15,231 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000
その他（注7） - 927 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

（％）
自己資本比率 8.96 9.89 12.25 12.34 12.12 11.98 11.28
ＴＩＥＲ１比率 5.45 5.27 7.08 7.55 7.94 8.45 9.15

上場株式の評価方法  (注8) 低価法   原価法 原価法 原価法 原価法 時価法 時価法

(注1)強制転換劣後債の普通株式転換による資本増を見込む。

       転換額の想定は、11/3期900億円、12/3期200億円。

(注2)今回の公的資金による優先株式1,000億円。

(注3)自助努力による資本増強策として海外優先出資証券830億円を発行。

(注4)H10/3公的資金による永久劣後債1,000億円を含む。

(注5）H9/6発行の強制転換劣後債。

(注6）今回の公的資金による劣後債1,000億円を含む。

       尚、永久劣後債及び期限付劣後債については、コール期限到来時に全額償還の前提で作成。

(注7）マーケット・リスク相当額を８％で除して得た額。

(注8）有価証券含み損に関しては、時価法導入に先立って、価格下落が相対的に大きい株式について

       償却若しくは売却による処理を予定（12/3月期、13/3月期に各300億円を織込み）。

       14/3月期の時価法適用により、残りの含み損も資本勘定に反映(企業会計審議会公表の｢金融商品に係る

       会計基準の設定に関する意見書｣に従い、税効果を調整の上、ＴＩＥＲ１から減算）され、健全化が完了する。
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ロ．内外市場における資金調達の状況

（詳細計数は、図表３、図表４をご参照）

国内の資金繰り状況について、個人・事業法人などを対象とした受信・与信を中心とし

たコア運調からみると、コア預金＝顧客性預金については、金利情勢や顧客志向の変化

により商品間のシフトはあるものの、安定した推移を示しており、１１年３月末におい

ても約１２兆円の受信残高を見込んでいる。また法人貸出を主としたコア運用は債権流

動化、不健全資産の売却・償却等の貸出減少要因はあるものの、期末に向けて、中小企

業向けをはじめ健全な資金需要に積極的に対応する方針を反映して、１１年３月末には

１０年９月末比約＋１，０００億円増加の約１５．２兆円と予想している。

一方、市場性調達については、債券レポの積極活用や金融市場のストレスが高まる懸念

に備え、大口のＮＣＤなどを厚めに調達してきたが、資産の効率運用の観点から（市場

性運用とともに）削減する計画としており、１１年３月末市場性調達は１０，５００億

円程度とする計画としている。

これらの結果、ネットインターバンクＯ／Ｎポジションは１１年３月末で４００億円の

「運用超」を予想、１０年９月よりは足許の資金ポジションは若干タイトになるものの、

依然「運用超」を維持する保守的な運営計画としている。

次に、外貨資金繰りについては、邦銀に対する厳しいマーケット環境を背景に、当社で

は予ねてより、外貨の長期・厚め調達を確保、資金ポジションの万全を図ってきた。

また、海外資産圧縮を加速しており、１１年３月末には貸出を１０年９月末比約△１６

億ドル（９年９月末比では△４２億ドル）減少させて５９億ドルまで削減、合わせて資

金効率改善のためインターバンク運用も大幅圧縮する計画としている。

なお、有価証券のうち約２０億ドルが流動性の高い米国債等であること、より調達とし

ての安定度の高い円投を約１００億ドルまで積み増している効果もあり、外部調達依存

度は限りなくゼロに近い状況といえる。
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（２）業務再構築のための方策

イ． 今後の経営戦略

Ⅰ．環境認識

○ ビッグバンを背景として、資産運用ニーズの高度化・多様化、高齢化の進展、金融

の市場化・証券化の進展、情報・金融技術の発展を背景に、投資マネージ、資産管

理ニーズの飛躍的高まりが期待されている。

○ 個人金融資産１，２００兆円が、平成１４年度には、１，５００兆円程度に拡大す

るとの予測もあり、信託・財管ビジネスは今後大きく花開くことが期待されている。

Ⅱ．目指すべき当社像

○ ビジネス・チャンスが拡大する一方で、競争の激化も予想されるが、当社は、長年

培ってきた、信託・財管ビジネスのノウハウに更に磨きをかけ、『的確な運用と万

全の管理』に圧倒的な強みをもつ『資産運用型金融機関』として、他行との差別化

を図っていく。

○ 我々の目指す、『的確な運用と万全の管理』に圧倒的な強みをもつ『資産運用型金

融機関』の機能とは、究極的には「広義の金融仲介機能」である。

○ 本来、「金融仲介機能」とは資金余剰部門である家計部門より預金を吸収し、それ

を資金不足部門である、企業へ貸付ける、所謂、間接金融が主たる形態であった。

○ ところが、近年、市場化・証券化を背景に、直接金融化が進展し、伝統的な間接金

融の形態に加えて、信託あるいは投資組合・ＳＰＣによって資金を吸収し、それを、

企業の発行する社債や株式へ投資・運用するという形態の、より広い意味での金融

仲介の分野が拡大するに至っている。すなわち、集団的投資スキーム、もしくは市

場型間接金融と言われるものである。

○ こうした形態の金融仲介は、

・個人のストック資産を扱ってきた信託銀行

・巨額の年金資産・公的資金をﾏー ｹｯﾄで運用する事業を行っている、機関投資家とし

ての信託銀行

の得意としてきた分野であり、今後ますます、拡大していくことが予想される。

○ 伝統的な資金吸収商品である預金のみならず、投資信託等の実績配当商品を含む各

種信託商品に至るまで、様々な形態で、資金余剰部門であるリテール部門から資金

を吸収し、それを、貸出のみならず、社債への投資・株式の取得といった、資本市

場を通じた投資という形態も加えて、運用していく。こうした、幅広い形態での金
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融仲介機能をひとつの金融機関として一体的に提供することを通じて、当社は、国

民経済の発展と福利厚生の増進に貢献していく方針である。

Ⅲ．基本戦略

○ 上記の「目指すべき当社像」実現のために、当社は以下の基本戦略を実行していく。

   

 １）財務基盤の回復と収益力向上

 ビッグバンを力強く生き抜いていく基盤を構築するため、平成１１年 3 月期決算にお

いて不良債権の処理を完了し､健全な財務体質の回復と収益力の向上を図ってい

く。

 ２）よりメリハリの利いた事業フォーカス

 今後の勝ち残りのために、

○ 相対的に高いﾏー ｹｯﾄｼｪｱを持ち(競争力を保持できる可能性が高い)、かつ高い収

益性の期待できる事業に経営資源（戦力・経費）をより集中的に投入し、業界

No.1の競争力のあるｺｱ･ﾋﾞｼﾞﾈｽを形成する一方で、

○ ﾏー ｹｯﾄｼｪｱが低い(競争力を持ちにくい)､又は収益性が低い事業は、大胆に縮小・

撤退或いは他社への売却等を決断していく。

３） 一層の効率化推進

 ビッグバンを力強く生き抜くのに必要な業務純益を確保し、かつフォーカスした事業に

対する資源投入余力をより高めるために、更なる効率化を推進する。具体的には、

メリハリの利いた人事処遇の実践・戦力数の削減、各部署における業務運営の抜

本的な見直し（Business Process Reengineering）･アウトソーシング等による

効率化の推進、営業拠点の見直し等を大胆に実行していく。

４） 社外経営資源の活用

自助努力を基本としつつも、全てを自前で行う発想から脱却し､住友金融他社と

の提携・合弁等を通じた役割分担の調整、外資も含めたグループ外との提携･合

弁､営業譲受けに加えて、ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ､外部人材の活用等を通じ､社外の資源を有効

に活用し､当社ｽﾃｲﾀｽの向上に役立てる。

５） 経営システムの改革

 部門別収益管理手法の高度化、そのベースとなる、信用リスク・市場リスクの定量的

な管理手法の高度化を推進するとともに、株式価値向上をより意識した、株主重

視の経営手法を導入していく。具体的には、執行役員制、ストックオプションの

導入、積極的なディスクロ、戦略的なＩＲ活動の強化等を進めていく。

６） 信託機能を通じた社会貢献
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     当社は、長年、我が国の信託事業を支えてきた金融機関として、信託制度を生か

して社会に貢献していくとともに、企業市民としても、真に社会の役に立つ息の

長い活動を続けていきたいと考えている。特に、顧客の篤志実現をサポートする

商品として、公益信託があり、奨学金の支給・学術研究への助成、福祉事業や国

際協力、あるいは街づくりへの援助など、顧客の指定した、様々な公益活動をサ

ポートし、篤志実現に大きな貢献をしている。今後、更に広い範囲で、信託機能

がこうした社会の公益実現に大きく寄与することが期待されており、当社は、我

が国最大の信託機能提供者として、社会に大きく貢献する活動に注力していく。

Ⅳ．事業フォーカス戦略

   ○事業フォーカスに当たっては、マーケットの成長性、収益の安定性、事業間シナジー

等を勘案して、以下の３種類の分野に分類する。とりわけ、当社が長年にわたりノウ

ハウを培ってきた信託・財管事業は、当社が競争優位性を有する分野であり、今後更

なる経営資源の投入を行って、リーディング・ポジションを獲得していく方針である。

 

① 経営資源をより投入する分野

 １）年金信託

 マーケットシェア、収益性ともに高い。投資顧問会社等との競争激化というﾏｲﾅｽ要因も

あるが、ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ力・運用力の向上等により、ﾘー ﾃﾞｨﾝｸﾞ･ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ堅持・更なる

シェア拡大を目指す。

２） 指定単

         マーケットシェア、収益性ともに高い。ﾘー ﾃ゙ ｨﾝｸﾞ･ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ堅持・更なるシェア拡大

により、純利益を更に拡大していく。

 ３）個人受信

     個人ﾏｰｹｯﾄは当社の顧客基盤の重要な一角を占める上、ﾘﾃー ﾙ投資ﾏﾈー ｼ゙ 等との事業

間シナジーもあることから、顧客利便性に留意した店舗配置を進め、顧客基盤・

残高を確保していく。

４） ﾘﾃー ﾙ向け投資ﾏﾈー ｼ゙ （投信等、実績配当商品の運用）

     現状、投信窓販が開始されたばかりであるが、ビッグバンの進捗により、今後、

マーケットの成長が期待できる事業であることから、資源投入により、先行して

ﾘー ﾃ゙ ｨﾝｸ゙ ･ﾎ゚ ｼ゙ ｼｮﾝ獲得を目指していく。

 ②効率化を進めつつ注力する分野

１） 事法与信
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     リスクを反映した適正なスプレッドが浸透しつつあり、収益性は高く、事業法人ﾏ

ｹーｯﾄは当社の顧客基盤の中核である。引続きコアビジネスとして、効率化を追求

しつつ、注力していく。

２） 証券管理ｻー ﾋﾞｽ

      マーケットシェアは高いが収益性はそれほど高くない。但し、マーケット規模は

拡大する方向にある。証券管理サービスは規模の利益が大きく物を言う事業であ

ることから、今後、徹底したコスト削減による価格競争力の向上に加えて、他社

からの営業の譲受け等も含めたﾏー ｹｯﾄ・ｼｪｱ拡大策、すなわち、寡占化戦略を実現

すること等により、収益性アップが期待できる。

３） 不動産営業

      当社は伝統的に不動産営業に関しては、業界で高いステイタスを築いており、マ

ーケットシェアは高い。しかし、収益性は、市況の低迷等もあって、低い。今後

は、コスト削減を徹底し、収益向上を目指していく。

４） 証券代行

      マーケットシェアは中位だが、収益性は低い。証券管理サービスと同様に、大幅

なｺｽﾄ削減、寡占化戦略等によって、収益性ｱｯﾌ゚ の可能性あるが、証券管理サー

ビスに比べると、現状の業界内のステイタスは高くない。今後の改善状況によっ

ては、戦略の見直しを検討する可能性あり。

５）個人ローン

      マーケットシェアは高くないが、収益性はまずまずの業務。個人顧客基盤確保の

観点から、効率化を進め、推進していく。

③縮小もしくは撤退する分野

１） 海外与信

      海外与信はマーケットシェア・収益性ともに低い。当面は収益性の改善は期待で

きないため、大幅縮小。ただし、海外で行っている信託事業（投資マネージ事業

と証券管理サービス事業）は注力していく方針。

２） 開発・土地信託事業

      マーケットシェアは高いが収益は赤字。今後とも収益改善は困難。開発・土地信

託事業としては、大幅に縮小するが、そのノウハウを不動産投資顧問等へ活用し、

方向転換を行う。

３）投資銀行事業（証券引受け業務）

      マーケットシェア・収益性ともに非常に低い。今後も競争力は期待できないため、

自力による展開は断念し、大和証券エスビーキャピタル・マーケッツへ機能を移

管する方向で検討。

４） 外為
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      マーケットシェア・収益性ともに非常に低い。信託事業と関連の強い貿易外取引

及び資本取引は効率化しつつ継続するものの、両替、貿易為替については撤退。

○ 以上のような、信託・財管事業への重点的な経営資源の投入によって、平成１０年度に

は約２割である信託・財管事業の粗利シェアを、平成１４年度には約３分の１にまで高

めることとする。

Ⅴ．提携･合併戦略

 

① 基本的な方針

○ 目下急ピッチで進む金融再編の流れをチャンスと捉え、前述の「Ⅳ．事業フォーカ

ス戦略」に沿って、住友金融各社との提携・協力関係を維持・拡充しながら、他金

融機関との間で、マーケット・株主・顧客から積極的な評価が得られる提携、合弁、

営業譲渡・譲受け等について、様々な可能性を前向きに追求していく。

  ②住友金融グループとの提携の方針

       住友グループは、当社がよってたつ原点との認識に立ち、住友グループの一員として、

住友金融各社との提携・協力関係を拡充しつつ、様々な事業分野で、提携・合弁等

の戦略を推進していく。具体的には、グループ内で当社が優位な事業――規模の利

益が働き、複数社でシェアするよりも集約するほうがメリットの大きい信託事業―

―については住友金融各社から機能、およびそれらに係わる営業情報等の集約を行

い、当社が劣位な事業――投資銀行事業(証券引受け業務)――については他社に移

管･譲渡するという基本方針で、提携・協力関係を拡充していく。

資金事業については、各社で顧客基盤が異なる上、グループ内で切磋琢磨すること

が、むしろ効率性を高め、グループの金融力を増大させ、信用供与の円滑化に資す

ることから、各社で事業を展開していく。

具体的には以下の通り。

○ 証券管理サービス事業については、当社に集約

○ 投信運用業務について､大和住銀投信投資顧問にも資本参加を検討

○ 日本版 401(K)のﾚｺｰﾄﾞ･ｷｰﾋﾟﾝｸﾞ･ｼｽﾃﾑの開発については、住友金融４社、大和證券

に、三菱系４社も加えた９社で共同推進中

○ 投資銀行事業（証券引受け業務）は、住友信証券の機能を大和証券エスビーキャピ

タル・マーケッツに移管する方向で検討

○ ｲﾝﾀー ﾈｯﾄ証券業務について、米国 DLJ証券と住友金融各社で、合弁会社設立

○ ｲﾝｽﾄｱ･ﾌ゙ ﾗﾝﾁについて、大和証券と共同店舗も展開
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○ 当社中核事業である､ﾊ゙ ﾝｷﾝｸﾞ事業･投資ﾏﾈー ｼ゙ 事業(特にﾎー ﾙｾー ﾙ向け投資ﾏﾈー ｼ゙ 事業)

については､独自に事業を展開（但し､上述のように営業ﾁｬﾈﾙ戦略では大和証券と一

部提携）

③他グループとの提携･買収の方針

       住友金融グループとの提携･協力関係を基軸としつつも、株主の利益増大・顧客サー

ビスの向上に資する、グループ外との提携・合弁、営業譲受け等について、あらゆ

る可能性を追求する。

○ ﾎー ﾙｾー ﾙ向け投資ﾏﾈー ｼ゙ 事業、投信運用業務････外資も含め、他社との合弁、営業譲

受け等の可能性を前向きに検討していく。

○ リテールマーケット････ﾘﾃー ﾙ･個人営業網の補完(地域金融機関･ﾘﾃー ﾙ証券会社との

提携等)､信託代理店制度の本格的活用を検討していく。

○ 証券管理ｻー ﾋﾞｽ、証券代行のﾊ゙ ｯｸｵﾌｨｽ･･･他金融機関との合弁の可能性を前向きに検

討していく。

○ 不動産営業････不動産会社を含む他社との提携等による情報網の補完の可能性を模

索していく。

Ⅵ．一層の効率化推進､ﾒﾘﾊﾘのきいた経費運営（詳細については後述のリストラ計画の項ご

参照）

 

○ 経費運営については、上述の事業のメリハリの効いたフォーカスの考え方に則り、

戦略的分野へは、より積極的な投資を、そうでない分野へは、より徹底した合理

化を断行していく方針である。

○ 具体的には以下に挙げる通りである。

 

①より一層の合理化推進

   ○コンサルタント導入による、システム開発再構築（米銀のシステム部門 のノウハウ吸

収）→最大の経費項目である、システム投資の抜本的な変革による、全社的コスト競

争力の強化と、戦略的業務のスピードアップ、業務のプライオリティー付けを行い、

当社全体の経営力の強化につなげていく。

   ○福利厚生施設の売却：現状、ゲストハウスはゼロ、保養所も 3 箇所のみであるが、更

に売却活動を継続し、原則全ての福利厚生施設を売却する。

   ○営業拠点・海外営業拠点の見直し、集約

     ・店別のマーケティングに基づき、各店の役割、規模、装備等を全面的に見直し、国

内支店数は、平成１４年度までに２ヶ店廃店（または出張所化）の見込み
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     ・法人営業拠点：都内は、丸の内・八重洲・新宿の３箇所程度に集約を 検討

                    大阪市内は、淀屋橋（本店）・難波の２箇所程度に集約を検討

     ・個人営業拠点については、後述の通り、顧客の人口動態に併せて、店舗・戦略の再

配置を行う予定である。

     ・海外営業拠点：海外与信事業は、国内の法人顧客基盤維持に必要な一部の日系取引

を除き、全体としては縮小する方針。しかしながら、海外拠点は、

貸出の拠点としての機能以外に、自己勘定の資金及び信託財産の運

用を行う、資産運用拠点としての重要な機能、グローバルカストデ

ィ等の証券管理サービスの機能も担っていることから、支店・現法

とも、米国・欧州・アジアの３拠点に集約していく予定

 

 ②戦略的分野への積極的投資、顧客利便性向上のための投資

○ リテールマーケット

    小型店舗数十か店の展開（今後3 年間）､嘱託･ＯＢ戦力の投入、ﾃﾚﾌｫﾝ･ﾏー ｹﾃｨﾝｸ゙ ｾﾝ

ﾀー の設置･拡充、MCIF を活用したﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞへの資源投入、新ﾊﾞﾝｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑ

投資

○ 投資マネージ事業

    外資との提携(米国:ｱﾗｲｱﾝｽ･ｷｬﾋ゚ ﾀﾙ社､欧州:ｶﾞｰﾄﾞﾓｱ社､香港:ﾄﾞﾚｽﾅｰ RCM 社）、外部

人材のスカウト、新ＦＭシステム投資

○ リテール投資マネージ事業

    日本版 401(Ｋ)のﾚｺー ﾄ゙ ･ｷー ﾋ゚ ﾝｸ゙ ･ｼｽﾃﾑの住友・三菱金融９社共同開発、資産運用総

合口座(統合レポート)へのシステム投資

  ③戦力の削減､人件費の抑制

○ 引続き戦力削減を実施していく。

○ 従業員数については、平成９年度末現在の6,015名を、平成14年度末に、5,200名

程度まで削減していく方針である（ピーク時7,708名に比べて３３％の削減）。

○ 部門別の戦力配置については、総戦力数を削減させる中、重点分野へ投入する戦力

をより多く捻出するため、海外拠点､管理本部等を中心にﾒﾘﾊﾘの効いた削減を行って

いく方針である。重点分野である、投資マネージ部門等においては､外部の優れた人

材も積極的に採用する方針である。

○ また、給与体系については、成果に見合った能力主義的処遇を一層徹底し、能力の

高い人材のインセンティヴを確保しながら、全体として、戦力一人当たり平均給与

を引下げていく方針である。（平成9年度：月額451千円 → 平成14年度：月額426

千円）
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Ⅶ．各事業の戦略

事業・マ

ーケット

現状･環境想定等 主  た  る  施  策 業容ｲﾒー ｼ゙

銀

行

事

業

受

信

事

業

● ﾋ゙ ｯｸ゙ ﾊ゙ ﾝは個人

資産の獲得合戦

で､外資系も含

め､激しい個人

資産獲得合戦が

見込まれる

● 当社の主な顧客

層は中口以上の

資産家層であ

り、都銀と異な

る顧客基盤

● 情報通信技術の

進歩による顧客

ｱｸｾｽの多様化と

ｺﾝｻﾙの高度化が

進展する見込み

である。

● 消費者の生活ｽﾀ

ｲﾙの変化､人口

動態の変化によ

り､既存店への

来店が減少し、

テレバン等のダ

イレクトチャネ

ル、郊外店舗の

役割が拡大する

傾向。

● 店質の明確化による店部の役割見直しを実施

し､顧客利便性向上の観点も踏まえ、店舗網･戦

力配置の見直しを行う。

① ﾄ゙ ﾅーﾂ化現象･消費者の生活ｽﾀｲﾙの変化を捉え

た低ｺｽﾄで効率的な店舗配置を実施する(ｲﾝｽﾄ

ｱ･ﾌ゙ ﾗﾝﾁ､出張所等を数十か店出店｡一方で､一

部の大型ﾀー ﾐﾅﾙ店･地方店は受信特化店として

小型化すると共に､立地も含め店舗見直し)。

とりわけ首都圏・近畿圏においては､稠密な

店舗網を構築し､資金吸収の｢新店効果｣を狙

う。

② 郵貯のＡＴＭに入金機能も付与、それを積極

的に活用することにより、効率的･効果的な

資金吸収が可能な体制を確立する。

③ 店質に合わせて、総合職･嘱託・OB等の諸戦

力の再配置を実施する。

● ﾀ゙ ｲﾚｸﾄ･ﾁｬﾈﾙの資金吸収力ｱｯﾌ゚ ･･･ﾃﾚﾌｫﾝ･ﾏー ｹﾃｨﾝ

ｸ゙ ｾﾝﾀー を軸に電話､ｲﾝﾀー ﾈｯﾄ､郵便等のﾀ゙ ｲﾚｸﾄ･ﾁｬ

ﾈﾙによる資金吸収力を強化し、低コストの業務

運営を追求する。

● 投入戦力の充実････リテール営業力を飛躍的に

増強するため、総合職を平成１０年度下期に100

名投入の予定。併せて、増員した戦力の能力向

上､OB 戦力の活用､職域ﾏー ｹｯﾄ等における一般職

の外勤戦力化を実施する等、投入戦力を質・量

ともに、更に充実させていく。

● 新しい営業ｽﾀｲﾙ(=ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸ゙ 営業)の定着、資産

運用総合口座の浸透､各種優遇ｻｰﾋﾞｽの充実

化･･･都市銀行に比べて、一口あたりの預り資

産額が大きいという特性を活かして、顧客の属

性・リスク許容度に応じ、他業態では提供不可

能な、きめ細かい、金融資産ポートフォリオの

コンサルティングを実施していく（伝統的な「単

品セールス」から預金・貸付信託・投資信託・

外貨運用商品等幅広い品揃えをベースとした

「ポートフォリオ・セールス」へ、営業ｽﾀｲﾙを

転換していく）。そのためのツールとして、コ

ンサルティング用ソフトである、PICSを全店で

展開する他､ﾃ゙ ﾀーﾍ゙ ｽー･ﾏー ｹﾃｨﾝｸ゙ ､ｷｬﾝﾍ゚ ﾝー、ｴﾘｱ・

ﾏー ｹﾃｨﾝｸ゙ のｽｷﾙ向上､基礎研の調査機能の活用も

行っていく。

現状残高維持･

向上
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● 職域活動の強化・・・嘱託の増員等によって、

財形･受信活動を強化していく。

与

信

事

業

● 直接金融化、証

券化･市場化の

進展により､与

信事業の｢投資ﾏ

ﾈｰｼﾞ事業化｣進

展が予測される

状況

● 個々のｱｾｯﾄの収益力向上･･･高度な信用リスク

定量化をベースとして、Risk Adjusted

Return(expected loss 控除後のﾘﾀー ﾝ)の向上に

努めていく。

● ﾎ゚ ﾄーﾌｫﾘｵ全体の収益力向上･･･現状のｱｾｯﾄ規模

を拡大させつつ、ﾎ゚ ﾄー全体の収益力をより向上

させる一方で、大口集中の是正、業種分散を進

め、ポートフォリオ全体のリスク量削減に努め

ていく。

● 与信部門内の業務ﾌｫー ｶｽ･･･海外与信は大幅に縮

小する。

● ﾘｽｸ管理手法の高度化････格付けに応じた与信

権限体系を導入するとともに、時価ﾍ゙ ｽーでの信

用ﾘｽｸ計測等を行う。

● 市場性与信事業への注力･･･社債の大量発行を

受け、社債ﾏー ｹｯﾄは拡大することが予想される

ことから、クレジット・ポートフォリオ・マネ

ージメント室の機能を強化･拡充し、社債投資､

ｸﾚｼﾞｯﾄ･ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨｳﾞｽﾞ等、「ﾏー ｹｯﾄを通じた、与

信ビジネス」に関する技術の向上させる。

● 効率化の推進････海外拠点･国内法営拠点の大

幅な集約化､審査部門の統合等を通じて、与信

事業の効率性を向上させる。

現状のｱｾｯﾄ規模

を拡大

投
資
銀
行
事
業
（
証
券
引
受
事
業
）

● 証券化･市場化

の進展でﾋﾞｼﾞﾈ

ｽ･ﾁｬﾝｽは拡大中

であるが､競争

激化･技術水準

向上で淘汰が進

展

● 証券引受業務からの撤退･･･当社グループが現

状有する、証券引受の機能は大和証券エスビー

キャピタル・マーケッツへ移管する方向。

● ﾃ゙ ﾘﾊ゙ ﾃｨｳ゙ ｽ゙ は、銀行事業遂行の標準装備とし

て､現状規模で、効率的な展開を行う｡

● 流動化事業は、信託の機能が活かせる分野であ

り、今後ﾏー ｹｯﾄの拡大が期待できる分野である

ことから、信託ｽｷー ﾑに加え､SPC方式加える形で

効率的に事業展開していく。

● M&A 事業は、原則として、大和証券エスビーキ

ャピタル・マーケッツの機能を利用していく。

ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨｳﾞｽﾞ･流

動化商品以外は

原則撤退
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信

託.

・

財

管

事

業

開

発

･

不

動

産

事

業

● 市場は当面､反

転見込めず

● 不動産投資顧問

ﾆー ｽ゙ が徐々に顕

在化

● 業務用仲介業務の収益力向上･ｽﾘﾑ化と、不動産

情報を拡大するための提携の推進を模索してい

く。

● 不動産投資顧問･鑑定業務は、比較的付加価値

が高く、今後の差別化のカギとなる業務。

・ 不動産投資顧問業務→マーケットの成長が期

待できるため、先行投資をしつつ、ステイタ

スの確立と、粗利獲得を目指す｡

・ 不動産鑑定業務→不動産担保債権の流動化､

時価会計導入の動き等を踏まえ､粗利拡大を

目指す｡不動産専業会社との提携､分社化によ

るOB活用を検討。

残高･収益共に

反転

年

金

信

託

事

業

● 企業の財務面で

のﾆー ｽ゙ の高まり

● 確定拠出型年金

への他業態参入

● 大企業ﾏー ｹｯﾄの防衛･･･企業の財務面でのｺﾝｻﾙ･ﾆ

ｽー゙ に的確に応え､既存年金の防衛に注力しつ

つ､確定拠出型年金の分野でもﾘー ﾃ゙ ｨﾝｸ゙ ･ﾎ゚ ｼ゙ ｼｮ

ﾝを獲得していく。

● 管理業務での差別化･･･年金特金の寡占化､ﾏｽﾀ

ｰ･ﾄﾗｽﾄ的な商品･ｻー ﾋ゙ ｽの開発により､運用と管

理の分離･管理一元化の流れに迅速に対応、年

金管理の分野において、我が国のトップ・プレ

イヤーを目指していく。

● 日本版401ｋ導入に備えた対応強化･･･住友ｸ゙ ﾙー

ﾌ゚ 4社・大和證券＋三菱ｸ゙ ﾙー ﾌ゚ 4社によるｼｽﾃﾑ･

事務会社を早期に発足させ、信託代理店等も活

用しつつ､すそ野の拡大に努める。

大幅拡大

ホ
ー
ル
セ
ー
ル
向
け
投
資
マ
ネ
ー
ジ
事
業

● 運用力による選

別の高まり

● 個人ﾏｰｹｯﾄと共

にﾋ゙ ｯｸ゙ ﾊ゙ ﾝの主

戦場

● 投資顧問による

特化型運用のｼｪ

ｱの高まり

● 料率引下げ圧力

の強まり

● ｸ゙ ﾛー ﾊ゙ ﾙ運用体制の完成･･･欧州･ｱｼ゙ ｱでも、米ｱ

ﾗｲｱﾝｽと同趣旨の外資との提携を実施（先方の

オフィスに当社の外株運用部隊が常駐し、運用

戦略ミーティング等にも同席）を展開する｡そ

れに伴い、海外現法を外貨運用の拠点に衣替え

していく。

● 分社化の検討･･･ｺｱ･ﾊﾟｯｼｳﾞ資産､ｻﾃﾗｲﾄ･ｱｸﾃｨｳﾞ

資産への分化の流れを見つつ､将来的には､ｱｸﾃｨ

ｳ゙運用部隊の分社化を検討する。

● ｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ､ﾌｧﾝﾄﾞ･ﾏﾈｰｼﾞｬｰ､ｱﾅﾘｽﾄの質的向上･･･

処遇体系見直し、若手の抜擢、外部人材のスカ

ウトを推進していく。

● 外資も含め、他社との合弁、営業譲受け等の可

能性を前向きに検討していく。

残高･収益共に

大幅拡大を目指

す
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リ
テ
ー
ル
向
け
投
資
マ
ネ
ー
ジ
事
業

● 銀行の投信窓販

解禁､将来の確

定拠出型年金の

導入等で､ﾏｰｹｯﾄ

は大幅拡大､競

争も激化

● 営業力の強化･･･ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸ゙ 営業の定着､店舗網･

ﾃﾚﾌｫﾝﾊ゙ ﾝｷﾝｸ゙ 機能の充実 等（詳細は、前述「受

信」の項ご参照）

● ホールセール顧客も含めて、住信アセットマネ

ジメントの投信販売網の拡充に注力し、併せ

て、外部人材の積極的な登用等を行って、投信

企画力の向上を目指す。

● 内外の有力投信会社との提携、大和住銀投信投

資顧問への資本参加等、他社との共同事業の可

能性も追求していく。

当社中核事業の

一角に育成

証
券
管
理
サ
ー
ビ
ス
事
業

● 寡占化の進展

● 顧客の要求水準

の高まり

● コスト削減策のｽﾋ゚ ﾄー゙ 感ある遂行･･･ｱｳﾄ･ｿー ｼﾝ

ｸ゙ ､総合職大幅削減等により､ｺｽﾄ競争力を飛躍

的に向上させていく。

● 総合職･一般職の質的向上､ｲﾝｾﾝﾃｨｳﾞ向上･･･戦

力数を削減する一方で、若手の抜擢､一般職の

役割期待の拡大等、人材面･処遇面での質的向

上策を実施する。

● ファンド管理業務等の高付加価値ﾋ゙ ｼ゙ ﾈｽへの注

力、ﾚﾝﾃ゙ ｨﾝｸ゙ 収益等の付随収益の向上を通じ

て、粗利を積み上げていく。

● 住友G の証券管理ｻー ﾋﾞｽの独占的受託･･･すみぎ

ん信託を始めとする住友G の同事業の当社への

移管等を行い、規模の拡大を模索していく。

● 大幅なコスト削減のために、他金融機関等との

ｼｽﾃﾑ･事務の共同化（合弁･分社化・買収等）の

可能性も前向きに検討していく。

預り資産を大幅

拡大

証

券

代

行

事

業

● 低採算事業 ● 大幅なコスト削減のために、他金融機関とのｼｽ

ﾃﾑ･事務の共同化（合弁･分社化）の可能性を追

求していく。

●収益力向上に向け、将来への展望が描けない場

合には、戦略の見直しも検討していく。

受託社数・管理

株主数拡大に注

力
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ロ．主要部門別の純収益動向

（図表５－１部門別純収益動向）                    （単位：億円）

9/3月期

実績

10/3月期

実績

11/3月期

見込

12/3月期

計画

信託･財管事業 218 141 185 250

年金信託 117 112 106 106
ﾎー ﾙｾー ﾙ向け投資ﾏﾈー ｼ゙ 78 68 74 84
ﾘﾃー ﾙ向け投資ﾏﾈー ｼ゙ -3 -12 -25 -20
証券管理ｻー ﾋﾞｽ 32 19 40 50
証券代行 22 -7 5 20
開発事業 -19 -20 -15 -14
不動産営業 -8 -20 0 24

国内対顧資金事業 240 492 615 685

海外与信事業 32 28 0 10

市場性資金運用 1,744 1.143 1,350 455

合計(修正業務純益) 2,234 1,803 2,150 1,400

（注１） ｢国内対顧資金事業｣には、個人受信、個人ﾛー ﾝ、事法与信、投資銀行業務、外為､等を含

む。

（注２） 10/3 期にシステムコストの計上方法を短期間で負担する方法に見直したため、信託・財

管事業の純益は一時的に悪化している。

（図表５－２ 部門別粗利益）                                  （単位：億円）

9/3月期

実績

10/3月期

実績

11/3月期

見込

12/3月期

計画

信託･財管事業 678 669 650 710

年金信託 251 264 268 260
ﾎー ﾙｾー ﾙ向け投資ﾏﾈー ｼ゙ 115 107 110 119
ﾘﾃー ﾙ向け投資ﾏﾈー ｼ゙ 0 0 3 13
証券管理ｻー ﾋﾞｽ 114 117 100 110
証券代行 94 94 92 102
開発事業 23 21 18 18
不動産営業 81 65 59 88

国内対顧資金事業 1,051 1,332 1,460 1,520

海外与信事業 104 108 60 55

市場性資金運用 1,833 1.241 1,440 545

合計(業務粗利益) 3,666 3,350 3,610 2,830
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＜部門別収益計画について＞

○ 年金信託

・ １１年３月期はサービス向上のためのシステム投資負担の増加により減益見込み

であるが、受託残高５．１兆円（シェア１４．３％）を有し、競争力・収益性は

高い。

・ 今後の年金市場の拡大に加えて、コンサル力・運用力の向上により一段のシェア

アップを図ることで収益拡大に取組む方針である。

 

○ ホールセール向け投資マネージ

・ 公的機関からの指定単独運用金銭信託の受託残高は６．９兆円（シェア

 １５．７％）を有しており、競争力・収益性ともに高い。

・ 今後も利益成長が見込まれる分野であり、運用力の向上を通じ確実な収益拡大を

図っていく方針である。

 

○ リテール向け投資マネージ

・ １０年１２月から個人向けの投信販売がスタートしたばかりであり、現段階の赤

字は先行投資負担と認識している。

・ 今後、販売額の伸長に伴い収益化が期待できる分野である。

 

○ 証券管理サービス

・ 国内トップレベルの受託規模（投信及び特金の受託残高合計 １２．２兆円）。

 残高増加に加え、事務合理化の推進により純益は増加傾向にある。

・ 寡占化戦略によるスケールメリットの享受に加えて、一段のコスト削減に取組み

収益拡大を図る方針である。

 

○ 証券代行

・ １０年３月期は新システム導入コストを一括計上したことで純益はマイナスとな

ったが、１１年３月期以降は、システムコスト負担の減少により収益は改善傾向

にある。

・ 受託先の拡大とともに、他社とのシステム・事務共同化を含めコスト削減を検討

していく方針である。

 

○ 開発・土地信託事業

・ 早期の業務環境の好転が見込み難い状況にあり、大幅な縮小を行う方針である。
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○ 不動産営業

・ コスト削減により収益は改善傾向にある。

・ 今後、仲介手数料の拡大にとともに、成長が期待される不動産投資顧問・鑑定業

務での早期の収益化を図る方針である。

○ 事業法人貸出

・ 貸出先の信用状況に応じた適正なスプレッド確保の推進により、収益は改善傾向

にある。

・ 貸出需要の大幅な伸びは今後とも期待し難い状況にあるが、不良債権の処理、回

収に注力しつつ、健全な資金需要に積極的に対応し良質な貸出ポートフォリオの

構築により収益向上を図る方針である。

○ 個人受信

・ 低金利が長期化する中、貸付信託の残高は減少傾向にあるが、多彩な受信商品の

提供によりカバーし、安定した業務運営を行っている。

・ 今後とも貸出業務を支える当社のコア（中核）業務と位置づけており、お客様の

利便性向上に向けた積極的な投資を行い、安定した残高を確保していく方針であ

る。

○ 海外与信

・ 外貨調達金利の上昇により収益は悪化しているが、今後、拠点縮小と資産圧縮に

取組みポートフォリオの再構築を行うなど収益改善を図る方針である。

 

○ 市場性資金運用

・ 金融環境に応じた的確な運用により高いパフォーマンスを実現している。

・ 今後とも、市場リスクの適正な管理・運営を行いつつ、収益確保に注力する方針

に変わりはないが、１２年３月期以降については債券売却益などを織込まない保

守的な見込みとしている。
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ハ．リストラ計画

①相談役制度の廃止・顧問制度の見直し

・相談役制度を廃止し、顧問の定年制導入による削減を実施する。

②役員数の削減、役員報酬・役員賞与の削減

・執行役員制度の導入により、取締役数を現状比半減の 13 名程度に削減す

る。

・役員賞与は、7 年度決算分以降支給しておらず、役員報酬も 3 年度以降、

5 回にわたる削減を実施しているが、今後、役員数の削減に合わせ、役員

報酬総額を 9年度末実績比で 4割程度削減する。

③従業員数の削減

・事業フォーカスの徹底及びフォーカスした業務の一層の効率化、転籍年

齢の引下げ、新規採用の抑制等により、9 年度末から 14 年度末の 5 年間

で、従業員数を約 14％削減する（ピーク時の 4年度末から約 33％の削減）。

④店舗の統廃合

・国内店については、もともと店舗数が少なく、リストラ余地は少ない。

現状の店舗網は、収益・業容の維持・拡大のために必要最低限のレベルに

なっており、店舗数の大幅な削減は収益や顧客基盤に影響を及ぼしかねな

いと考えている。

・しかしながら、リストラ計画の一環として、14 年度末までに、国内店を

2 ヶ店廃店（または出張所化）の計画である。これによって、国内外合計

で十数ヶ店程度の店舗・拠点（海外現地法人、駐在員事務所を含む）を統

廃合する計画となる。

・店舗・拠点の統廃合に加えて、店質を見直して、法人営業店舗の集約、

総合店舗の個人特化店舗化を実施することにより、１ヶ店当りの規模を縮

小させることによって、店舗運営コストの圧縮を図っていく方針である。

⑤人件費の削減

・個々の従業員の能力・役割・成果に応じた処遇を更に一層徹底しつつ、

総従業員数の削減、効率的な業務運営による時間外勤務の削減等により、

14 年度については、9 年度実績に比べ平均給与で約 6％削減、人件費総額

で約 21％の削減を実施する。
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⑥物件費の削減

・各事業戦略に基づく戦略的投資に対しては、積極的に対応しつつ、全店

部・全業務にわたる経費の抜本的な見直しを実施する。

・外部コンサルタントを導入し、米銀のシステム部門のノウハウを利用し

た、システム投資の抜本的な変革を実施する。これにより、業務のプラ

イオリティ付けを行いつつ、物件費の最も大きなウエイトを占めるシス

テム関連費の削減を行う。

・福利厚生施設については、平成 3年 10 月以降、94 物件、処分価額 265 億

円にのぼる売却を行い、現状、ゲストハウス保有はゼロ、保養所（健康

保険組合所有を含む）も 3 箇所のみとなっている。残る物件についても

売却活動を継続し、関連会社・健康保険組合が保有する物件も含め、原

則として、社宅も含めた全ての福利厚生施設を売却する方針としている。

現在までに、売却済、もしくは売却活動中の主な物件は以下の通り。

物  件  名 物件の種類 売却状況 売却年月

信濃町ｸﾗﾌﾞ ｸﾗﾌﾞ,ｽﾎﾟｰﾂ施設 売却済 H5.9

白金ｸﾗﾌﾞ･ﾃﾆｽｺｰﾄ ｸﾗﾌﾞ,ｽﾎﾟｰﾂ施設 売却済 H8.3

聚水園 ｸﾗﾌﾞ 売却済 H9.3

中山ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ ｽﾎﾟｰﾂ施設 売却済 H10.12

軽井沢荘 保養所 売却活動中 ―――

合歓の郷荘 保養所 売却活動中 ―――

奥日光荘 保養所 借地解約済 H10.9

六甲山荘 保養所 売却予定 ―――

千里研修所 研修所 売却済 H10.9

白金社宅 社宅 売却済 H8.9

売布社宅 社宅 売却済 H9.3

戸塚寮 独身寮 売却済 H7.9

及泉寮 独身寮 売却済 H9.3

信泉寮 独身寮 売却済 H9.6

小金井寮 独身寮 売却活動中 ―――

・ 14 年度の物件費については、

ア．投資マネージ部門における外資との提携、インストアブランチ等小

型店舗の出店など、ビッグバンを生き抜くための前向き対応や顧客

利便性につながる支出

イ．拠点ビルの売却等リストラに伴い必要となる新たな支出

が約 60 億円見込まれるが、この額を控除すると、9 年度実績に比べ、約
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17％の削減となる。

・上記、「ア．」「イ．」の支出を含めても、14 年度については、9 年度

実績に比べ約 10％の削減（ピーク時の 2 年度実績に比べ、約 18％の削

減）となる。

・その内訳は以下の通り。

                     9 年度実績           14 年度計画

機械化関連投資        224 億円→ 189 億円（▲16％）

機械化関連投資以外    581 億円→ 536 億円（▲ 8％）
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（図表６）リストラ計画

9/3月末

実績

10/3月末

実績

11/3月末

見込み

12/3月末

計画

13/3月末

計画

14/3月末

計画

15/3月末

計画

（役職員数）

役員数（人） 33 30 32 18 18 18 18

従業員数（人） 6,365 6,015 5,900 5,600 5,400 5,300 5,200

執行役員制度の導入により、取締役数は半減する。役員数には、監査役 5名程度を含む。
（注）事務職員、庶務職員合算。在籍出向者を含む。嘱託、パート、派遣社員は除く。

（国内店舗・海外拠点数）

国内本支店（注１）  （店） 57 55 55 55 54 54 53

海外支店（注２）    （店） 7 7 6 3 3 3 3

(参考）海外現地法人(注３)（社） 10 9 7 5 3 3 3

国内については、もともとの店舗数が少ないためリストラ余地は少ないが、店質を見直して、法
人営業店舗の集約、総合店舗の個人特化店舗化を実施することにより、１ヶ店当りの規模は縮小、
店舗数も 10 年 3 月末比 2ヶ店削減の予定。なお、海外支店については、顧客動向次第で４か店程
度とすることもあり得る。
（注１）出張所、代理店を除く。
（注２） 出張所、駐在員事務所を除く。
（注３） 特別目的会社は除く。

9/3月末

実績

10/3月末

実績

11/3月末

見込み

12/3月末

計画

13/3月末

計画

14/3月末

計画

15/3月末

計画

（人件費）

人件費      （百万円） 63,989 65,920 61,000 58,000 53,000 52,500 52,000

うち給与・報酬   （百万円） 38,918 39,249 37,700 35,000 31,300 30,700 30,000

平均給与月額   （千円） 445 451 444 439 429 428 426

（役員報酬・賞与）

役員報酬・賞与（注１）（百万円） 707 698 636 606 400 400 400

うち役員報酬 （注２）（百万円） 636 625 588 548 400 400 400

うち役員賞与 （注３）（百万円） 71 73 48 58 0 0 0

平均役員(常勤)報酬･賞与(百万円) 21 21 20 20 22 22 22

平均役員退職慰労金(注４)(百万円) 72 51 59 48 33 50 50

平均役員報酬・賞与が増加するのは、執行役員制度を導入することによるもの。
（注１）人件費及び利益処分によるものの合算。使用人兼務の場合、使用人部分を含む。
（注２）12/3 月末に役員減員し、報酬額は翌期より影響するものとして算定。
（注３）記載額は全額使用人部分。利益処分によるものはゼロ。
（注４）平均役員退職慰労金の計画は、退任役員のうち２分の１を常務役員として支払う金額を想
定し、平均額を算出(13/3 月末以前)。14/3 月末以降は、常務役員として支払う金額を想定。
役員年金の支給については、上記金額に含まれていない。

（物件費）

物件費      （百万円） 74,423 80,541 78,000 77,000 75,000 74,000 72,500

うち機械化関連費用（注） （百万円） 16,310 22,421 21,500 21,100 19,100 19,200 18,900

（注）リース等を含む実質ベース
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ニ．子会社・関連会社の収益等の動向

（基本的考え方）

・子会社・関連会社は、

ａ.法規制、専門的能力の必要性等から、当社が自ら担うのでなく、別会

社化し、粗利益拡大・顧客基盤拡充に寄与させること

ｂ.経費削減・価格競争力の向上の観点から、相対的に安価な労働力を活

用すること

等を目的として設立している。

・上記ａについては経営資源を重点的に投入、ｂについては当社本体業務の

更なるアウトソーシング等による効率化の推進を進める一方、上記観点か

ら、具体的寄与の乏しい会社については、縮小・整理・売却等の方向で検

討している。個社別の方向性は以下の通りである。

＜国内＞

①経営資源を重点的に投入していく関連会社

会社名 戦  略

住信アセットマネジメ

ント

①投資顧問業務に加え投信委託業務を兼業し、企業年

金、公的資金のホールセール資産運用及びリテール

資産運用を展開

②投信運用業務の早期拡大による収益構造の多様化を

図る

③当社グループ全体での効率的運用体制構築とネット

収益の増大を目指す

住信リース ①リース業を通じ、当社ｸﾞﾙｰﾌﾟの収益力向上に貢献す

るとともに、法人顧客基盤拡充の機能も担う

住信カード ①ﾃﾞﾋﾞｯﾄｶｰﾄﾞの進展、ｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞとｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞの一体

化解禁を睨み、当社本体でのｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ発行を検討。

この場合同社は、事務処理会社に特化

②当面、新たな商品開発を推進し、営業力の強化･ﾌｧｲ

ﾅﾝｽ商品の拡充等により収益力の強化を図る

住信住宅販売 ①住宅仲介業務を通じて、当社の個人顧客基盤の拡

充、受信量確保、住宅ローン資産の積上げ等に貢献

②店舗ﾈｯﾄﾜｰｸ等を拡充し、営業基盤を強化

③当社の不動産調査、担保評価、分譲ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ等の評

価業務の受け皿機能の付与も今後検討していく

住信保証 ①審査・担保評価・債権管理業務での専門性を高め、

当社ﾛｰﾝ事業の拡充に貢献。ﾛｰﾝ営推支援等も積極的

に推進
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②当社の経費削減、価格競争力強化に資する関連会社

住信ﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ ①主として「大量・定型」事務を中心に受託し、当

社の効率化・合理化に寄与。併せて事務の堅確性の

維持・向上を推進

②ローン推進部、海外事務部、証券管理部等からの

大幅な業務受託を継続する

③事務工程のパターン化・標準化により一層の補完

戦力化を進め、コスト削減を推進

住信ｷｬﾘｱｻｰﾋﾞｽ ①主として「少量・非定型」事務を中心に、補完戦

力を派遣し、当社の効率化・合理化に寄与。当社営

業店・本部各部を中心に、戦力ニーズに応じｽﾀｯﾌ

を派遣、勤務形態の多様化等を図ると共に、他の関

連会社等への派遣も推進

②「高齢者派遣業務」の円滑な運営、業務拡大を図

る

③派遣拡大、スタッフ定着化等とともに、管理コス

トの削減により派遣料金の引下げを推進

住信情報ｻｰﾋﾞｽ ①年金・証券を除く、ｼｽﾃﾑ開発・運営での受託推進、

受託業務の自己完結化を図り、当社ｼｽﾃﾑ部門の大幅

なｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞを進める

②業務効率化による既受託案件の戦力削減、戦略的

新規案件への取組、外部戦力の有効活用を推進

ｻﾝｱｯﾌﾟﾙ･ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ ①年金・証券業務のｼｽﾃﾑ開発・ﾒﾝﾃを受託し、当社の

商品開発力・価格競争力をｼｽﾃﾑ面から戦略的にｻﾎﾟ

ｰﾄ

②従業員のスキルアップ、作業プロセス見直し等に

より、生産性アップを図る

住信振興 ①当社拠点ビルを中心とする総務関連業務の受託代

行、当社店舗・社宅の保有・管理により、当社合理

化・効率化に寄与

②ビル管理業務・警備業務等の外部委託業務の内製

化、テナント活動強化により、事業範囲、収益基盤

の拡充を図る

住信基礎研究所 ①都市開発・地域開発の調査研究に特色を持つｼﾝｸﾀ

ﾝｸとして、当社事業をｻﾎﾟｰﾄ

②加えて当社受与信・財管事業の戦略に資する機能

を充実

③外部受託増による収益拡大
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③縮小・整理の方向で考える関連会社

住友信証券 ①大和証券エスビーキャピタル・マーケッツへ機能

を移管する方向で検討する。

住信ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ ①人材育成、能力開発のための当社職員研修会社

②蓄積されたﾉｳﾊｳを、研修・ｾﾐﾅｰの外販に活用し、

収益力の向上を図る。

③効率化・研修体系再構築等の観点より、同社の在

り方を検討

  

＜海外＞

海外拠点網については、事業効率性の観点から既に見直しを行なってきて
おり、海外子会社に関しては、97 年度にドイツ現地法人を、98 年度にスイ

ス現地法人を廃止、北米の航空機リース子会社（ＢＡＳ）を売却、オース
トラリア現地法人についても現在清算中。

その他の個社別の方向性は以下の通りである。

The Sumitomo Trust

Finance (H.K.) Ltd.

主として証券投資業務等を行うことを目的に設立（銀

行ﾗｲｾﾝｽなし）。

現状は香港支店の業務を補完する性格の運営を行っ

ているが、収益は堅調に推移しており不定期に配当

も実施。今後、香港支店と合わせて業務内容の見直

しを検討する予定。

Sumitomo Trust

International

plc.

海外証券子会社として、主として日系の法人顧客向

けに証券引受、仲介、及び証券関連ｻｰﾋﾞｽを提供。昨

今の日本の株式市場の低迷等により厳しい環境にお

かれており、合理化策を検討中。

Sumitomo Trust and

Banking (Luxembourg) S.A.

銀行ﾗｲｾﾝｽを持つｶｽﾄﾃﾞｨ現法として設立。

主たる業務は親会社及び Sumitomo Trust and Banking

(U.S.A.) Co. のｻﾌﾞｶｽﾄﾃﾞｨｱﾝ業務。業務効率化の観

点からｶｽﾄﾃﾞｨ現法のﾘｽﾄﾗの一環として下記米国現法

への機能統合を検討中。

Sumitomo Trust and

Banking (U.S.A.) Co.

銀行ﾗｲｾﾝｽを持つｶｽﾄﾃﾞｨ現法として設立。

米国ｶｽﾄﾃﾞｨ及びｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｶｽﾄﾃﾞｨの預かり資産残高は

98/6 現在で合計約 420 億㌦。収益基調も良好であり、

毎期継続的に親会社への配当を実施。引き続き当社

のｶｽﾄﾃﾞｨ業務の拠点として事業の拡大を図って行く

方針。

Sumitomo Trust Merchant

Bank (Singapore) Ltd.

Ｍ＆Ａ仲介、各種ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ業務を行う為設立した、

銀行ﾗｲｾﾝｽを持たない現法。ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ支店と一体管

理。海外拠点ﾘｽﾄﾗの一環として来年度中に廃止する

方向。
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STB Finance Cayman Ltd. 劣後保証債の発行による資金調達及びその運用

を業とする特別目的会社

STB Cayman Capital Ltd. 劣後保証付交換社債の発行による資金調達及び

その運用を業とする特別目的会社
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（図表７）子会社・関連会社一覧(注１) （億円、百万ﾄﾞﾙ、百万ﾎﾟﾝﾄﾞ、百万ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙﾄﾞﾙ）

会社名 設立年月 代表者 主な業務 直近の決算 総資産 借入金 うち申請 うち申請

金融機関分 資本勘定 金融機関 経常利益 当期利益

（注２） 出資分

住信振興株式会社 昭和23年6月 服部 英彦

事務代行、
ビル賃貸・管理 平成10年3月 135 23 23 27 0.5 2 1

住信ビジネスサービス株式会社 昭和61年6月 平川 知幸 事務代行 平成10年3月 7 0 0 2 0.5 0.06 0.02

住信キャリアサービス株式会社 平成7年7月 入口 寿夫 人材派遣 平成10年3月 1 0.6 0.6 0.4 0.8 0.1 0.1

住友信証券株式会社 平成5年9月 竹中 東聖
有価証券売買、
引受、募集 平成10年3月 1,087 461 161 173 150 △5 △5

住信カード株式会社 昭和58年6月 長ｹ部 武徳
ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ、
信用保証 平成10年3月 90 43 34 9 0.025 4 2

住信リース株式会社 昭和60年7月 渡部 武彦 ﾘｰｽ、割賦販売 平成10年3月 3,197 2,695 1363 9 0.25 7 4

住信住宅販売株式会社 昭和61年1月 近藤 紀一 住宅仲介 平成10年3月 31 16 16 11 0.15 0.94 0.83

The Sumitomo Trust Finance

(H.K.) Ltd. 昭和53年8月 増永　健 銀行業務、証券業務 平成9年12月 353 - - 60 45 4 3

Sumitomo Trust
International plc. 昭和56年12月 波止　紀生 証券業務 平成9年12月 287 18 0 49 32 1 1

Sumitomo Trust and Banking
(Luxembourg) S.A. 昭和60年4月 渡辺　純二

銀行業務、証券業務
信託業務 平成9年12月 371 - - 35 30 3 1

Sumitomo Trust and Banking
Co. (U.S.A.) 昭和62年9月 古我　繁明 銀行業務、信託業務 平成9年12月 363 2 2 88 65 13 7

Sumitomo Trust Merchant
Bank (Singapore) Lt.d 平成4年3月 井上　豊 金融業務、証券業務 平成9年12月 54 - - 5 5 -1 -1

STB Finance Cayman Ltd. 平成5年1月 大森　正樹 金融業務 平成9年12月 1,550 - - 0 0 0 0

STB Cayman Capital Ltd. 平成9年5月 大森　正樹 金融業務 平成9年12月 845 - - 0 0 0 0

（注１）海外の子会社・関連会社については現地通貨で記載のこと。

（注２）借入金のうち、申請金融機関分は保証を含む。
（注３）上記のほか、海外優先出資証券の発行による資金調達及びその運用を業とする特別目的子会社を３月末迄に設立の予定。
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３．責任ある経営体制の確立のための方策

（１）金融機関の社会性、公共性を踏まえた経営理念

（考え方）

当社は、「財産ノ安全確実ナル保管、利殖ノ機関トナリテ社会ノ健全ナル発

達ヲ助成ス」ること及び「一大金融機関トシテ国民経済ノ活動ヲ助長」するこ

とを目的に、「絶対ノ信任ト最高ノ誠実トヲ根本トシテ」設立された。

  その活動は、経済・社会と密接なつながりを持ち、高い公共性を有している

ことから、社会に与える影響は大きいといえる。

  したがって、当社が社会的責任・公共的使命を遂行するにあたっては、顧客・

株主・社会からの揺るぎない信頼が不可欠である。

このような認識のもとに当社は、創業以来、次のような経営理念を掲げて活動

してきた。

① 「信任と誠実」という信託の根本理念

・信託とは、委託者たる顧客がその財産権を受託者たる当社に移転し、当社の

名義でその管理・運用・処分を行うものであるので、顧客からの「信任」と、

それに応え業務を遂行する「誠実」の理念が不可欠である。

② 「信用を重んじ確実を旨とする」住友の事業精神

・ 住友グル－プの各企業は長い歴史の中で、「信用を重んじ確実を旨とする」

事業精神を脈々と受け継いできており、当社は特に、信用制度を担う金融サ

ービス機関として、この精神を不可欠のものとしている。

 

（具体的方策）

このような経営理念に基づき、公共性の高い資金事業、信託・財管事業に従事

する役職員が、その責務を確実に遂行していく上で、法令・企業倫理の遵守が

必要であり、そのために次の方策を実施・検討している。

①従来から実施してきているもの

・ 役職員の基本的行動指針をまとめた「倫理憲章」を取締役会の決議をもって

制定すると共に、倫理憲章を補完し役職員のコンプライアンスマインド・知

識の向上を図るため「倫理憲章解説」、全役職員の共通の遵守項目を示した

「コンプライアンス行動基準」（接待等のあり方を含む）を策定している。

（平成１０年４月）

・ 法令遵守のために、服務規程等を策定・実行している。

・ 「倫理憲章」と「同解説」は小冊子にして全店部に備置き、「コンプライア

ンス行動基準」と共に社内電子掲示板に掲示するとともに店部勉強会を開催

し周知徹底を図っている。

・ 全銀協作成の「倫理憲章」を全店部に備置いている。

・ 昭和５６年の商法改正依頼、寄付金・加盟費、営業広告費、広告掲出につい
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ては、各店部、総務部、所管本部が協議の上、支出を決定する利益供与のチ

ェック体制を敷いている。更に、平成９年７月に信託７行で所謂「総会屋」

との絶縁宣言を出したのに伴い、同年１０月以降刊行誌等の購読の打切りを

実施すると共に、平成１０年１０月には全店部における雑誌・新聞等の購読

状況をチェックし適切な運営の強化を図っている。

・ 平成４年の暴力団対策法の施行に伴い、営業活動における暴力団不当介入の

排除の為に、営業店部に不当要求防止責任者を、業務推進部に不当要求防止

総括責任者をそれぞれ置き、営業店部、業務推進部、総務部がそれぞれの役

割のもとに一体となって対応する体制を構築している。また、法人向け新規

取引チェックリストを改定し、「反社会的勢力でないことの確認」の徹底を

図ることとしている。

・ 顧問弁護士が全取締役に対し、法的問題についての講義を行うとともに新任

取締役に対し「取締役の心得」の講義を実施している。

・ 法令遵守に関する講話を店部長会議で行うとともに、階層別社内研修（新任

人事担当者研修、新任管理者研修等）を随時開催し、法令知識・遵守マイン

ドの向上に努めている。

・ コンプライアンス・オフィサ－（日常業務に関する法令違反防止のための責

任者）を全店部に設置し、定期報告を求め、総務部・海外業務部が統括して

いる。

・ 本部にコンプライアンス委員会を設置し、次のような全社的コンプライアン

ス監視システムの構築・定着を目指している。

 ａ．各店部でのコンプライアンス・オフィサ－による一次チェック

 ｂ．独立した部門である検査部での二次チェック

 ｃ．監査役会、監査法人による三次チェック

 コンプライアンス委員会は経営会議に法令遵守体制に関する助言・報告を行

い、経営会議は必要に応じ取締役会に報告することとしている。

・ 公務員の接待・贈答は自粛の旨の社内通牒を発出し、違反者に対しては適切

 な指導・処分を行なうこととしている。（平成１０年３月）

・ 一般の接待・贈答についても自粛の旨の社内通牒を発出している。

 （平成１０年６月、同１１月）

② 今後実施を予定しているもの

・ 今後、法令や倫理憲章・コンプライアンス行動基準に関する資料・社内研修

をより一層充実させ、役職員の知識・マインドのより一層の向上を図る。

・ 関連会社を含めた法令遵守体制の構築を図る。

・ 反社会的勢力との取引の有無、チェックの一層の徹底を図る。

「コンプライアンス行動基準」に基づく検査を実施する。
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（２）経営の意思決定プロセスと相互牽制体制

（考え方）

 当社は合議性を旨とする住友の精神を経営の基本方針とし、重要事項について

は、取締役会・経営会議（下記③ア参照）において決定している。また各事業

の運営・個別職務執行状況については、取締役会、監査役および監査役会等に

よって経営陣の監督・監査を行う体制としている。

なお、当社は、平成 11 年度中に、執行役員制度を導入し、経営体制の強化を

図る方針である。執行役員制度導入の趣旨は以下の通りである。

①激しい経営環境の変化に、的確かつ柔軟に応じるため、取締役会をスリム

化し、意思決定を迅速化

②実際の事業を遂行する執行役員を、株主の委託を受けて経営戦略を決定す

る取締役が監視することにより、ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽを強化

（具体的方策）

① 取締役会による監督

  ・原則毎月一回開催され、取締役会長が招集。管掌役員（下記③イ）ご参照）

担当役員の決定の他、人事、組織、財産処分等の重要事項を決定する。

  ・更に、各事業の運営状況、主要リスクの管理状況等の報告を受けて、取締

役の職務執行を監督している。

・平成 11年度中の執行役員制度導入時までに、取締役会の開催頻度、権限、

経営会議との関係等について、職務執行監督機能の強化、意思決定の迅速

化等の観点より、見直しを行う予定。

② 監査役および監査役会による、取締役の職務執行の監査

 ・経営から完全に独立した機関として設置。

  ・監査の客観性を担保するための社外監査役に加え、監査役の業務遂行を補

佐する独立組織である､監査役室も設置されている。

③取締役による相互業務監視を担保する権限体系

ア） 合議制の採用

・ 社長は固有の決裁権限を持たず、経営の基本方針や個別重要事項はすべて、

社長・副社長・専務取締役等の役員で構成する経営会議で決定。

・ 合議制により経営判断の的確性、健全性を担保している。

イ） 管掌役員制度

・ 各業務について、担当役員に加え、管掌役員を設置。管掌役員は、担当役

員が的確な業務遂行を行うよう助言・指導を行っている。

④ 各審議会による経営レベルでのリスク管理

・信用リスク､マーケット･リスクに関する事項等に関し、関連部署を担当す

る複数の常務以上の役員で構成する、投融資審議会・ＡＬＭ審議会等の審
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議会が設置されており、合議制によって、担当役員の権限を超える事項等

を審議・決定し、健全性の確保を図っている。

⑤権限・分掌事項の整備

・ 取締役会、経営会議、各審議会、各担当役員、各店部長等の権限・分掌事

項は、事務章程で明文化されており、権限改廃は、取締役会・経営会議の

決議を必要とし、厳格な運営がなされている。

⑥充実した内部検査体制

  ・担当役員の権限踰越等の不適切な職務執行の存否は、上記に加え、定期的

に行われる検査部検査によっても、モニタリングされている。
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（図表８）経営諸会議・委員会の状況

会議・委員会名 議長 メンバー 担当部署 開催頻度 目的・討議内容

取締役会 会長 取締役及び監査役 総務部 月１回

(原則)

重要な業務執行の決定

取締役の業務執行の監督

経営会議 社長 社長､副社長､専務お

よび社長が指定する

常務

企画部 週１回

(原則)

当社経営の基本方針に関する

事項、並びに個別重要事項に

ついて審議･決定

ALM 審議会 社長が任命 企画部担当役員､管理

部担当役員､総合資金

部担当役員､営業企画

部担当役員､海外業務

部担当役員および社

長が任命する役員

管理部 月３回

(原則)

３勘定のｵﾌﾊﾞﾗﾝｽを含む資産･

負債の適正な運営並びに健全

性確保を図るための、資産･負

債総合管理のための基本方針

の審議･決定

投融資審議会 社長が任命 企画部担当役員､管理

部担当役員､調査部担

当役員､営業企画部担

当役員､融資部担当役

員､審査各部担当役員

および社長が任命す

る役員

営業企画

部 ､海外

審査部

週１回

(原則)

運用基盤の強化拡充､資金の

最有効運用並びに資産の健全

性確保のための､与信業務の

基本方針および投融資案件等

の審議･決定

年金運用審議

会

年金運用部

担当役員

年金運用部担当役員､

年金信託部担当役員､

証券業務部担当役員､

資産運用部担当役員､

社長が任命する役員､

年金運用部長､年金信

託部長､証券業務部

長､資産運用部長､調

査部長および営業企

画部長

年金運用

部 ､証券

業務部

年４回

(原則)

年金信託財産､互助年金投資

基金信託財産および財産形成

投資基金信託財産の信託目的

に則した運用並びに資産の健

全性確保を図るための運用の

基本方針の審議･決定

受託資産運用

審議会

投資顧問部

担当役員

投資顧問部担当役員､

証券業務部担当役員､

資産運用部担当役員､

社長が任命する役員､

投資顧問部長､証券業

務部長､資産運用部

長､調査部長､営業企

画部長および投資営

業推進部長

投資顧問

部 ､証券

業務部

年４回

(原則)

主として有価証券投資を目的

とした指定金外信託､指定金

銭信託(ﾕﾆｯﾄ型)および単独運

用指定金銭信託をはじめとす

る金銭の信託(他の審議会の

対象を除く)の信託目的に則

した運用並びに資産の健全性

確保を図るための運用の基本

方針の審議･決定
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公的資金運用

審議会

公的資金運

用部担当役

員

公的資金運用部担当

役員､証券業務部担当

役員､年金信託部担当

役員､資産運用部担当

役員､社長が任命する

役員､公的資金運用部

長､証券業務部長､年

金信託部長､資産運用

部長､調査部長､営業

企画部長および東京

営業部長

公的資金

運用部

証券業務

部

年４回

(原則)

主として有価証券投資を目的

とした単独運用指定金銭信託

および指定金外信託をはじめ

とする金銭の信託(他の審議

会の対象を除く)の信託目的

に則した運用並びに資産の健

全性確保を図るための運用の

基本方針の審議･決定

常務打合せ会 社長 社長､副社長､専務､常

務､常任監査役

企画部 随時 経営情報･営業情報の交換

 企画委員会 企画部長 企画部長､管理部長、

人事部長､営業企画部

長､総務部長､業務部

長､業務管理部長､海

外業務部長

企画部 週１回

(原則)

組織横断的･全社的観点から

の検討を要する重要案件の討

議

歩積両建自粛

委員会

営業企画部

担当役員

営業企画部担当役員､

営業企画部長､国内審

査各部長､業務管理部

長､検査部長

営業企画

部

随時 重要事態発生時における対応

の検討

投資委員会 証券業務部

担当役員

証券業務部担当役員､

公的資金運用部担当

役員､投資顧問部担当

役員､年金運用部担当

役員､資産運用部担当

役員､証券業務部長､

公的資金運用部長､投

資顧問部長､年金運用

部長､資産運用部長､

調査部長､証券業務部

投資企画室長､担当役

員が必要と認めた部

長(支配人)

証券業務

部

月１回

(原則)

受託資産の運用に関する重要

事項および各部共通事項を各

運用審議会に先立ち審議する

ことにより､投資マネージ事

業に携わる各部の意思決定を

調整･支援

取引先委員会 営業企画部

担当役員

営業企画部担当役員､

業務推進部担当役員､

営業ｸﾞﾙｰﾌﾟ担当役員､

営業企画部長、業務推

進部長、調査部長、国

内審査各部長

営業企画

部

月１回

(原則)

営業基盤強化
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経営合理化委

員会

社長 社長､企画部担当役

員､管理部担当役員､

人事部担当役員､総務

部担当役員､業務管理

部担当役員､企画部

長､管理部長､人事部

長､総務部長､業務管

理部長

企画部 随時 経営全般に亘る合理化ﾃｰﾏの

具体的･詳細計画の策定､全体

合理化計画との整合性維持･

調整､合理化計画の適切な推

進状況管理

アジア委員会 海外業務部

担当役員

海外業務部担当役員､

営業企画部担当役員､

企画部長､営業企画部

長､企業金融部長､海

外審査部長､海外業務

部長､業務推進部長

海外業務

部

随時 ｱｼﾞｱﾏｰｹｯﾄを当社の全社的営

業基盤と捉えて長期的かつ横

断的な戦略を構築

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ委

員会

総務部担当

役員

総務部担当役員､総務

部長､企画部長､業務

部長､人事部長､業務

管理部長､営業企画部

長､海外業務部長､法

務部長､検査部長

業務部

法務部

総務部

年２回

(原則)

当社のｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ体制全体の

状況ﾁｪｯｸ､経営会議に対する

必要な助言･報告

2000 年対応実

行委員会

企画部担当

役員

企画部担当役員、ｼｽﾃ

ﾑ ･ 事務部門担当役

員、企画部長、業務管

理部長、管理部長、業

務部長、広報部長、総

務部長、法務部長、検

査部長、事務推進部

長、ｼｽﾃﾑ開発部長、ｼｽ

ﾃﾑ管理部長、営業企画

部長、海外業務部長、

開発不動産業務部

長、証券業務部長、年

金信託部長、証券代行

部長

企画部

業務管理

部

月１回 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀの「西暦 2000 年問題」

の進捗管理・対応策の策定等

を機動的に実施

経営強化委員

会

社長 会長、社長、専務、企

画部担当役員、広報部

担当役員、企画部長、

業務部長、管理部長、

広報部長、営業企画部

長

企画部 随時 経営強化戦略を検討
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（図表９）担当業務別役員名一覧

担当業務 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 現在

秘書室 ～服部専務 6徳永常務  6 徳永専務 11 高橋専務

 3 尾方常務

 6 田辺常務

本店総括部 ～新良副社長

 6 服部専務

 6 服部副社長  6 西岡副社長

 3 森田常務

 6 森田専務

企画部 ～出口専務

 6 高橋常務

 6 長ヶ部常務  6 尾方常務

管理部  6 長ヶ部常務 11 長ヶ部専務  6 尾方常務

業務部 ～大橋専務

 6 高橋常務

 6 高橋専務

 3 岡本専務

広報部 ～大橋専務

 6 高橋常務

 6 高橋専務

 3 岡本専務

 6 友田常務

調査部 ～大橋専務

 6 出口専務

12 出口副社長

 6 竹中常務  6 長ヶ部常務 11 長ヶ部専務  6 岡本専務

総務部 ～波多野専務  6 近藤常務  6 西岡専務  6 高橋常務  6 高橋専務

 3 友田常務

人事部 ～波多野専務  6 徳永常務  6 徳永専務 11 尾方常務  6 田辺常務

法務部 ～波多野専務  6 徳永常務  6 西岡専務  6 長ヶ部常務  6 高橋専務

 3 友田常務

検査部 ～徳永常務  6 長ヶ部常務  6 大橋副社長  6 新良社長 11 長ヶ部専務  6 高橋社長

ｼｽﾃﾑ･事務部門 ～徳永常務  6 長ヶ部常務  6 徳永専務  3 村田常務

開発･不動産業務

部門

～福田常務

 6 竹中常務

 6 近藤常務  6 小田常務  6 渡辺常務  6 渡辺専務

証券業務部 ～長ヶ部常務  6 出口副社長  6 飯尾常務    6 伊戸常務

証券管理ｻｰﾋﾞｽ部 ～長ヶ部常務  6 出口副社長  6 飯尾常務    6 伊戸常務

資産運用部      2 伊戸常務

投資顧問部 ～長ヶ部常務  6 出口副社長  6 飯尾常務    6 伊戸常務

公的資金運用部 ～長ヶ部常務  6 出口副社長  6 飯尾常務    6 伊戸常務

年金運用部 ～服部専務

 6 長ヶ部常務

 6 出口副社長  6 飯尾常務  6 渡辺常務  6 伊戸常務

年金信託部 ～服部専務

 6 鈴木常務

 3 大橋専務

 6 長ヶ部常務  6 渡辺常務  6 伊戸常務

証券代行部 ～服部専務  6 長ヶ部常務  6 松井常務  6 森田常務  3 上田常務
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 6 鈴木常務

 3 大橋専務

総合資金部 ～波多野専務  6 大橋専務  6 長ヶ部常務  6 竹中専務  6 竹中副社長

 3 飯尾専務

市場金融部 ～竹中常務

 6 大橋専務

 6 竹中専務  6 竹中副社長

 3 飯尾専務

海外事務部 ～竹中常務  6 竹中専務 6竹中副社長

3薬師寺常務

業務推進部 ～松本副社長

 6 大橋専務

 6 西岡専務  6 尾方常務

11 徳永専務

 6 飯尾専務

営業企画部 ～松本副社長

 6 大橋専務

 6 西岡専務  6 尾方常務

11 徳永専務

 6 飯尾専務

ローン推進部  2 西岡専務  6 尾方常務

11 徳永専務

 6 飯尾専務

投資営業推進部  6 徳永専務

 6 飯尾専務

海外業務部 ～竹中常務  6 竹中専務  6 薬師寺常務

企業金融部  6 竹中常務

 6 竹中専務

 6 竹中副社長

 3 薬師寺常務

不動産鑑定部 ～大橋専務

 6 波多野専務

 6 竹中常務  6 西岡専務  6 上田常務

融資部  1 出口副社長  6 村上常務  6 長ヶ部常務

11 長ヶ部専務

6岡本専務

本店審査部 12 出口副社長  6 永田常務  4 大橋副社長

 6 村上常務

 6 村上専務

 3 渡辺常務

 6 渡辺専務

審査第一部 ～出口専務

12 出口副社長

 6 永田常務  4 大橋副社長

 6 村上常務

 6 村上専務

 3 渡辺常務

 6 渡辺専務

審査第二部 ～出口専務

12 出口副社長

 6 村上常務  6 村上専務

 3 渡辺常務

 6 藤原取締役

海外審査部 ～竹中常務  6 竹中専務  6 大橋副社長  6 竹中副社長

 3 上田常務



55

（３） 自主的・積極的なディスクロージャー

（基本的な考え方）

責任ある経営体制確立のためには、既述の通り内部管理体制を充実することに

より、業務の健全性・適切性を確保することはもちろん、経営方針等の経営内

容や財務情報等を広く開示し、顧客・投資家等による市場の評価をベースとし

た経営の自己規律の強化が重要であると考えている。

今後とも、自己責任による経営を徹底していくため、経営の透明性を高め社会

の評価・信認の向上を図る重要な手段としてディスクロージャーの充実に取組

みたいと考えている。

（具体的方策）

①ＩＲ室の設置

・ 当社の経営方針・経営内容などの経営情報の適切な開示による株主・投資家

からの理解と信頼の維持・向上を図ることを経営の重要な活動の一つとして

位置づけ、専担部署としてＩＲ室を分離独立させ、ＩＲ活動をより強化して

いく。

② ディスクロージャー誌等における開示内容の充実

・経営方針・経営の状況の開示

 平成８年３月期より「信託償却前業務純益」項目を導入し、信託銀行の実態

収益力並びに貸信・合同勘定における不良債権処理額を開示。

 平成９年３月期よりディスクロージャー誌等において、当社の目指す姿・リ

スク管理体制・社会的責任などの項目を中心に、大幅に開示項目を拡充。

 平成１１年３月中間期からは信託報酬のうち、貸付信託・合同運用金銭信託

の信託報酬の開示をスタートしたが、今後も多岐にわたる信託銀行の業務内

容に沿った経営の状況の開示を進めたいと考えている。

・不良債権の開示

平成１０年３月期から公表不良債権の定義を再整理し、新たに３ヶ月以上延

滞債権、貸出条件緩和債権を追加開示し、米国基準に対応すべく開示範囲を

拡大した。

更に、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律（以下、金融再生法と

いう）施行規則において、平成１１年３月期からの適用が規定されている新

たな開示基準に基づく詳細な不良債権開示を、自主的に同中間期より前倒し

実施済みであり、今後も必要に応じて自主的な開示に努めていきたいと考え

ている。
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・マーケットリスクに関する開示

デリバティブ市場の発展等に伴うマーケット・リスクの拡大、定量的計測技

術等の発展等を踏まえ、平成９年３月期までに、オフ・バランス取引、市場

取引に係わるリスク量などの開示を、また平成１０年３月期より、マーケッ

ト・リスクの管理に関する考え方を詳述するとともにリスク量についてもバ

ックテスティング、ストレステストの結果なども含めて開示。

今後も、銀行業務にかかわる各種リスクの状況について、顧客・株主等の理

解を得るよう開示内容の工夫を図りたいと考えている。

③連結決算に関する開示

・ 企業会計審議会発表「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲見直

しに係る具体的な取扱い」の趣旨に沿い、平成１１年３月期をメドに連結対

象子会社の範囲見直しを行う予定である。連結決算を主体とする方向性に沿

って、開示ベースの拡大にも自主的に取り組みたい。

④ その他

・ ディスクロージャーとは異なるが、ストックオプションの導入なども市場の

評価を意識し、自己規律を強化するための経営手法としても導入を検討して

いる。
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（４）従来の経営責任についての考え方

かねてより貸出事業において、顧客の信頼維持、資産の健全性確保の観点から、

最善を尽くす運営を行ってきた当社も、ﾊﾞﾌﾞﾙ期以降、特定の業種を中心に、資

産の健全性を損なう結果となった。その後の業績の低迷に対しては、役員報酬・

賞与のｶｯﾄを数度にわたり実施した（役員報酬・賞与ともに、平成３年度以降５

回にわたる削減を実施しており、役員賞与は平成７年度決算分以降、支給して

いない）。

かかる事態を招くに至った原因は､以下の通りであると分析している｡

① 好調な受信を背景に、運用ｻｲﾄﾞに圧力がかかり、運用拡大を優先する風土が

醸成されたこと

② 貸出ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵのﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄにおいて、ﾘｽｸ分散の考え方が必ずしも浸透しておら

ず、特定業種への集中を招いてしまったこと

③ 当時予想が困難であった、一部金融機関の経営破綻、不動産・証券相場の急

激な下落によって、担保その他の保全措置が、貸出実行当初想定していた効

果を､充分に発揮しなかったこと

こうした原因分析を､教訓として今後の経営に活かし、資産健全性の回復、新た

な不良債権発生防止に資する措置として、当社は、様々なﾘｽｸ管理強化策を講じ

ている。その主なものは以下の通りである。

① 与信戦略の見直し

 個別与信案件の審査は勿論、ｸﾚｼﾞｯﾄ・ﾎﾟﾘｼｰの決定、業種別・格付別の与信方

針策定、全社ﾚﾍﾞﾙでの信用ﾘｽｸの定期的なﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ等の各種機能を強化する

とともに、資産負債ｺﾝﾄﾛｰﾙにかかわる体制整備を行った。

② 信用ﾘｽｸの定量的計測の高度化

    過去の倒産ﾃﾞｰﾀに基づき、統計的手法を用いて計測された予想倒産確率を

反映した､｢全社信用格付け制度｣を導入した。更に、信用格付けごとに、経

費率・倒産確率・回収率を反映した、より適正なﾌﾟﾗｲｼﾝｸﾞ運営を推進しつ

つ、健全な資金需要に積極的に応える方針である。

③ ﾘｽｸ量とﾘﾀｰﾝ水準の関係をﾍﾞｰｽにした貸出ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ運営

    定量的な信用リスク計測をﾍﾞｰｽとした全社格付けに基づく､RAROCＴＭ等の収

益管理手法を用いて、ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ全体の最適ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄを定量的に行うことが

できる体制構築に向け、各種対策を講じている。

当社は、平成１１年３月期で、今後発生するﾘｽｸにも充分に備えた手厚い償却・
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引当を前倒しで行うことで、不良債権問題に決着をつけ、ﾋﾞｯｸﾞ・ﾊﾞﾝに向けた

体制整備を完了する。今般の公的資金受入れを重く受け止め、今後も当社は、

過去の教訓を忘れることなく、大手金融機関の一角として、ﾋﾞｯｸﾞ・ﾊﾞﾝを力強

く生き抜き、資産健全性・顧客の信頼維持に努めていく所存である。
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４． 配当等により利益の流出が行われないための方策等

(1) 資本注入前の資本政策

 

イ． 基本的考え方

当社の資本政策の目標は株主価値の向上を目指していくことであるが、その前

提として強固な資本基盤、財務基礎を構築する必要性がある。今回の資本注入

前の資本政策はこの前提条件の確保を優先事項と位置づけ、具体的には、金融

環境の変化、競争激化に十分対応しうる強固な資本基盤の確立を目的とし、そ

の方策は内部留保の安定的増加による資本充実を基本としつつ、適宜適切な資

本調達を行っていくこととしていた。

当社は、バブル崩壊後高水準の不良債権処理を積極的に行い財務の健全化を進

めてきたが、その間の不良債権処理総額が業務純益を上回り資本勘定は大幅に

減少するに至った。また、この間我が国の株式市場の環境も大きく悪化し、資

本市場を通じた時価発行増資を実施することが事実上不可能な状態が長く続い

ている。

このような状況の中、当社は資本市場の数少ないタイミングをとらえ平成９年

６月に海外市場において強制転換劣後債１，１００億円の発行を行い、広義の

資本充実を図った。強制転換劣後債は自己資本規制上はＴＩＥＲ２資本であり、

株式転換後にＴＩＥＲ１資本となる間接的な自己資本充実策である。当社とし

ては当該資金を戦略部門のシステム開発投資等へ充当し、ビッグバンに備えた

競争力向上を企図したものであった。

なお、以上の強制転換劣後債については、平成１０年１０月以降急速に株式転

換が進み、平成１１年１月末時点で発行額１，１００億円のうち約９００億円

が資本勘定に振り替わっており、意図した資本増強がかなり達成出来たものと

言える。

しかしながら、足許の景気低迷、経済のデフレ化が続く中、有価証券の評価損

を含め銀行の資産の質に対する疑念が未だ根強いこと、そのような疑念を払拭

するためには一段の引当金の積み増しが必要との声が高まってきていることな

どから、資本基盤の強化を従来の想定以上に急ぐ必要性が出てきた。

今回の資本注入は以上のような環境の変化、市場の見方の変化を踏まえ、目先

短期的には金融市場のストレスが再度高まるリスクに備えて、市場から狙われ

ない強固な資本基盤を有する銀行として資本増強を図ることを意図するもので

ある。
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ロ．発行済株式の資本組入額の減少、株式の併合、消却等を行わない場合、

    その理由

当社の株主価値の向上という観点からは、上記の資本基盤の充実に加え、長期

的にはＲＯＥ向上に繋がる自社株消却等の資本効率改善策をより重視していく

べき課題であると認識している。しかしながら、最近の金融システムに対する

不安感を背景にした格付け水準の低下等も踏まえると、優先順位としては資本

充実が先決の課題と位置付け、これまでのところ自社株消却等の資本政策は実

施していない。

ハ． 配当、役員報酬・賞与についての考え方

以上のように、今回の資本注入前の状況において資本基盤の増強という観点か

ら内部留保の蓄積は重要課題と位置づけ、配当、役員報酬・賞与については極

力抑制する考え方を継続している。具体的には下記の通り。ただし、配当につ

いては基本抑制方針としながらも、一方で配当政策として株主に対する安定配

当継続を表明していたこともあり、極端な減配は避ける方針としている。

配当：平成元年度以降 １株当り８．５円、平成６年度 １株当り８．２５円、

平成７～８年度 １株当り７．０円、平成９年度 １株当り８．０円、

平成１０年度   １株当り７．０円（予定）

役員報酬：平成３年度以降５回にわたる削減を実施済み

役員賞与：平成７年度以降ゼロ

(2) 資本注入後の資本政策

 

イ． 基本的考え方

資本注入が承認されれば、ＴＩＥＲ１資本が１，０００億円、前記の強制転換

劣後債の転換によるＴＩＥＲ１増加約９００億円と合わせ、約１，９００億円

のいわゆるコア資本の増強となる。当社としては、資本政策を今後共株主価値

の向上に繋がるかどうかという観点から見直していくが、これによって資本政

策の前提条件である資本基盤の強化は十分図られることになると考えている。

具体的な資本注入後の資本政策の考え方については、以下のようなポイントで

以下の順番で順次実現していきたいと考えている。

① 当面の金融システム、金融市場のストレスの高まりに十分耐えれる強固な資

本基盤の維持・向上。

② 資本勘定の安定性を更に高めるために、内部留保の充実に全力を尽くし資本

勘定の増強と資本構成に占める剰余金の割合を高めていくこと。
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③ 市場が十分納得する資本勘定の充実が図られた時点で公的資金の優先株の利

益消却を実施すること。

④ さらに、内部留保の強化に努め、当社株主価値の向上に向けての次のステッ

プに入ること。すなわち、適正資本確保後の資本効率に軸足を移した考え方

への移行を図り、具体的には、リスクバッファとしての十分な剰余金を確保

し、相当の格付け向上等が図れた時点で、自社株買入れ等による資本効率の

改善、株主リターンの高水準安定化に向けた方針へと転換していくこと。

なお、上記①のステップにおいて、今般の公的資金による資本増強に加え、当

社取引先等からの第三者割当方式によるＴＩＥＲ１資本調達を別途検討中であ

る。調達金額は約８３０億円で、株主価値の希薄化が生じない海外子会社によ

る優先出資証券を発行する準備を現在進めているところである。当該資本調達

によって、自己資本比率及びＴＩＥＲ１比率が０．８％弱向上し、今後の金融

市場の様々な変動リスクに対し一段のバッファを有することになる。

ロ．配当、役員報酬・賞与についての考え方

当社の資本政策の考え方は、以上の通り、当面の資本基盤充実最優先から今後

資本充実と資本効率改善の両立へと変えていくこととしているが、少なくとも

資本基盤充実期においては利益の社外流出を極力抑制する方針を持続する。

配当については、前記の通り平成１０年度期末配当は１株当り４円から３円に

減配し、年間配当を１株当り７円とする予定としている。以上の通り、利益の

社外流出抑制方針の下での株主還元となるが、今後の配当政策は極力早期に業

績回復を実現し、業績に応じて柔軟かつ合理的に株主への還元を行っていく方

針に転換したいと考えている。

また、役員報酬・賞与については、従来の全体としての抑制方針を継続する。

ただし、業績改善への合理的なインセンティブとしてのストック・オプション

制度の導入を準備しており、経営陣自ら株主価値を従来以上に強く意識し、株

主価値向上へのコミットメントを強めていく意向である。
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５． 資金の貸付けその他信用供与の円滑化のための方策

（基本的な取組み姿勢）

取引先の規模あるいは案件の大小にかかわらず、健全な企業の資金需要に積

極的に対応し、金融仲介機能を遺憾なく発揮していくことは金融機関の社会

的責務である。現状の環境を認識した上で、信用供与の円滑化に向けて当社

は以下の方策を講じ、当社顧客層の多種多様な資金ニーズに的確に応えてい

く。

・ 貸出計画の柔軟かつ機動的な運営により国内円貨貸出量を実勢ベースで拡

大するとともに、①リスクに応じた適正なプライシング設定、②不良債権の

処理･回収の促進、③貸出先業種偏重の是正、を推進し、より効率的かつ健

全な貸出ポートフォリオの構築を目指す。

・ 当社顧客層は店舗立地・過去の業務規制等から大企業が比較的多いが、これ

ら企業の直接金融化へのシフトにも対応し、ＣＰの引受け業務を一層拡大さ

せる。また社債による資金調達ニーズにも積極的に取組んでいく。また、い

わゆるコミットメントラインの設定についても適切な流動性管理の下で前

向きに取組んでいくことにより、企業の流動性確保のニーズに応えていく。

・ 売掛債権、特定債権、建設業における完成工事未収金の流動化等の実績は業

界 No.1 クラスであるが、信託機能を発揮し、更にその実績を積み上げるこ

とで、企業の流動性確保に寄与する。

（中小企業への取組み姿勢）

近年、中小企業との取引拡大に積極的に取組むべく、当社独自の（信用リス

ク・取引展開の）視点から中堅中小企業２７、０００社、および、ベンチャ

ー企業を含めた所謂高い成長性の期待できる先、を重点新規開拓対象先とし

て選定。これらを主たる対象に、新規専任者が積極的な活動を展開。新規取

引後においても資金取引はもちろん、信託銀行の有する財産管理機能をフル

に生かした活動を通じて、中堅中小企業の育成に注力している。

  
当社の中小企業向け貸出は全体の約４割を占めるが、不良債権化した不動産

や所謂ノンバンク向け貸出がこのゾーンに集中している。当社貸出事業の基

本的スタンスである「不良債権の処理・回収の促進」は中小企業向け貸出の

大きな減少要因であるが、一方で下記施策を推進し健全な中小企業の資金需

要に応えていくことで、実勢ベースでの中小企業向け貸出全体を増加させる

べく運営を行っていく。

具体的な施策としては、次のとおり、本部組織・営業店組織の改編、専任戦
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力設置、そしてベンチャー企業を対象とした特別ファンドの設定などがある。

〇  審査体制

・ 中堅中小企業を対象に、経営者の資質、技術力、独創性など、より定性的

な要素を斟酌して将来性・取引の展開可能性にウエイトを置いた審査・取

組判断を行うべく、ミドルマーケット室を審査部内に設置、健全な中堅中

小企業の育成に努めている。

〇 営業体制

・ 一般の店部での中堅中小企業への取組強化を図る一方、審査体制と同様、

大企業取引とは異なる視点・活動内容が求められるとの判断から、東西に

中堅中小企業専任部を設置。ノウハウの蓄積と取引の拡大を図っている。

 

〇  企業財務コンサルタントの設置

・ 東西の中堅中小企業専任部、主たる都府内店に、財務・税務に精通した「企

業財務コンサルタント」を配置し、主としてオーナー企業に対する株式公

開支援・財務相談を通じて企業の育成に取り組んでいる。

〇  特別ファンドの設置

・ 高い技術力、事業の先進性を有する起業家（所謂ベンチャー企業）に対し、

資金面での支援を行うべく総額１０億円の特別ファンドを設定。また、大

企業との資本技術提携をアレンジすることにより、資本面、マーケッティ

ング面でも強力な支援を行っている。

・ 現状はマルチメディアポートフォリオと称して情報通信産業関連にターゲ

ットを絞り、高い専門性をもって事業展開のサポートを行っている。

今回の公的資金導入の申請にあたっては、公的資金導入の社会的意義をより重

く受け止め、実勢ベースにおいて、「国内貸出ボリュームの拡大」「中小企業

向け貸出増加」を基本命題として注力し、信用供与の円滑化に貢献していく。

具体的には、１１年３月末の国内貸出及び中小企業向け貸出を、実勢ベースで

１０年９月末比純増させるべく、最善を尽くす。また１１年度についても同様

の方針を貫く所存である。
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（図表10）貸出金の推移

（残高）* 1 （億円）

   10/3 月末    10/9 月末     11/3 月末 12/3 月末

   実績   （Ａ）               実績   （Ｂ）                 末平比率     見込   （Ｃ）    計画  （Ｄ）

国内貸出  * 2 ｲﾝﾊﾟｸﾄﾛｰﾝを含むﾍﾞｰｽ 108,369 105,887 0.98 105,903 107,315

ｲﾝﾊﾟｸﾄﾛｰﾝを除くﾍﾞー ｽ 104,701 102,599 0.98 103,363 105,463

中小企業向け ｲﾝﾊﾟｸﾄﾛｰﾝを含むﾍﾞｰｽ 39,224 37,683 0.98 37,300 37,600

ｲﾝﾊﾟｸﾄﾛｰﾝを除くﾍﾞー ｽ 38,305 36,873 0.98 36,400 36,700

うち保証協会保証付貸出 0 0 1.00 0 2

個人向け 9,283 9,037 0.99 8,902 8,585

うち住宅ロ－ン 4,897 4,813 0.99 4,737 4,644

その他 59,862 59,167 0.99 57,921 55,950

海外貸出 * 2  （注２） 13,569 12,103 0.91 8,292 8,025

合計 121,938 117,990 0.97 114,195 115,340

（同・実勢ベ－ス  ＜下表の増減要因を除く＞）

   10/3 月末   10/9 月末    11/3 月末 12/3 月末

   実績   (Ａ)              実績 (Ｂ)+(Ｆ)                 末平比率 見込 (Ｃ)+(Ｇ)      計画(Ｄ)+(Ｇ)+(Ｈ)

国内貸出 ｲﾝﾊﾟｸﾄﾛｰﾝを含むﾍﾞｰｽ 108,369 107,366 108,140 109,552

ｲﾝﾊﾟｸﾄﾛｰﾝを除くﾍﾞー ｽ 104,701 104,078 105,600 107,700

中小企業向け (注1) ｲﾝﾊﾟｸﾄﾛｰﾝを含むﾍﾞｰｽ 39,224 38,542 38,800 39,100

ｲﾝﾊﾟｸﾄﾛｰﾝを除くﾍﾞー ｽ 38,305 37,732 37,900 38,200

（注１） 中小企業とは、資本金1億円（但し、卸売業は30百万円、小売業、飲食業、サ－ビス業は10百万円）以下の会社

または常用する従業員が300人（但し、卸売業は100人、小売業、飲食業、サ－ビス業は50人以下）の会社を指す。

（注２） 当該期の期末レ－トで換算すること。 .

* 1 :銀行勘定および元本補てん型の貸信勘定･合同勘定の合計ベース。

* 2 :「国内貸出」は本邦居住者向け貸出、「海外貸出」は非居住者向け貸出をいう。

（不良債権処理等に係る残高増減） （億円（  ）内はうち中小企業向け）

   9年度中    10/上期中    10年度中    11年度中* 3

   実績   (Ｅ)               実績   (Ｆ)               見込   (Ｇ)    計画   (Ｈ)

貸出金償却 638 （638 ） 473 （449 ） 676 （ 652 ） 0 （ 0 ）

ＣＣＰＣ向け債権売却額 68 （ 68 ） 157 （157 ） 157 （ 157 ） 0 （ 0 ）

債権流動化（注３） 458 （ 5 ） 409 （ 0 ） 526 （ 0 ） 0 （ 0 ）

会計上の変更（注４） 0 （ 0 ） 0 （ 0 ） 0 （ 0 ） 0 （ 0 ）

協定銀行等への資産売却額（注５） 0 （ 0 ） 0 （ 0 ） 0 （ 0 ） 0 （ 0 ）

その他不良債権処理関連 0 （ 0 ） 440 （253 ） 878 （ 691 ） 0 （ 0 ）

合計 1,164 （711 ） 1,479 （859 ） 2,237 （1,500 ） 0 （ 0 ）

（注３） 一般債権流動化のほか、債権の証券化を含む。

（注４） 会計方法の変更により資産から控除される間接償却部分等。

（注５） 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第53条で定められた協定銀行等への債権売却額。

* 3  11年度については、引き続き処理に注力していく方針に変わりないが、現段階で正確な金額の見込みが困難であるため、

    貸出金計画には処理による減少を織込んでいない。
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６．株式等の発行等に係る株式等及び借入金につき利益をもってする消却、払

戻し、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策

（１） 消却、払戻し、償還又は返済についての考え方

申請根拠にも記載の通り、資本の充実が最優先課題との認識のもと、公的資

金による資本増強を実施したが、中長期的には利益による内部留保を図り、

格付け機関・市場等の評価を得られた段階で、自社株式の買入消却等を通し

て資本の効率的運用、株式価値の拡大・安定に向けた財務戦略を積極化した

いと考えている。こうした資本政策に沿って、今回の公的資金による調達に

ついても、将来の期間利益をもって買入消却を実施していく方針である。

なお、平成１０年度は、資産健全化を完了させるため４，０００億円の不良

債権処理を実施することに伴い、当期損益は１，０００億円の赤字見込みと

なるが、１１年度以降は順調に収益は回復する見込みである。

下記「（２）収益見通し」に記載の通り、１０年度から１４年度までの５年

間の累計で、修正業務純益は７，９６０億円の計画としている。当期利益は

有価証券含み損の処理や若干の貸倒損失負担を保守的に織込んだ上で、１，

６２０億円、内部留保金額は１，０８０億円を見込んでおり、本計画を達成

することで、公的資金の返済財源としては、十分な利益水準を確保できるも

のと考えている。特に、優先株式１，０００億円については、返済財源が配

当可能利益に限定されるが、上記の通り、平成１０年度の赤字額をカバーし

た上で、今後５年程度の内部留保の蓄積により返済可能である。

劣後債務については、コール期限到来時に全額を償還する前提の計画として

おり、自己資本比率はこの前提で若干の低下を見込んだ計画となっている。

今後、市場環境が改善すればリファイナンスも行う考えであり、高い自己資

本比率を維持しつつ、今回の劣後社債１，０００億円についても、５～７年

後には現金償還が可能と考える。

（２） 収益見通し

 

イ． 今後５年間の収益計画とその主要前提条件が変化した場合の変動見通し

 

 金利上昇を前提とした基準シナリオにおける修正業務純益は、１０年度の着

地見込み２，１５０億円に対し、１１年度から１４年度の４年間は１，４０

０～１，５４０億円の水準で推移すると見込んでいる。１０年度に比較する

と、債券売却益を見込まない保守的な想定であるため減益となるが、「２．

経営の合理化のための方策」で記載した業務再構築と合理化を着実に行い、

１１年度以降の収益性向上を目指す計画としている。経常利益及び当期利益
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については、１０年度の処理により不良債権処理が実質的に完了することか

ら、１１年度より順調に回復する見込みであり、１４年度はそれぞれ１，４

９０億円、８６０億円を目指す計画としている。

 なお、低金利の持続及び業容の計画以上の拡大を想定した楽観的な見通しの下

では、１４年度の修正業務純益は１，８４０億円と基準シナリオを３００億

円上回ることが見込まれ、１０年度から１４年度の５年間の累計では、修正

業務純益は８，５６０億円、経常利益は３，３１０億円、当期利益は１，９

８０億円が見込まれる。

 一方、基準シナリオよりさらに１％の金利上昇（１５年３月末の短期金利３．

５％）と国内貸出金の減少（基準シナリオ比１兆円の減少）など計画未達成

を想定した悲観的な見通しの下では、１４年度の修正業務純益は１，２４０

億円と基準シナリオを３００億円下回る見込みであるが、信託業務等のより

安定した収益ウエイトが拡大する計画であり、金利上昇はさほど大きなマイ

ナスとはならない見込みである。１０年度から１４年度の５年間の累計では、

修正業務純益は７，３６０億円、経常利益は１，８１０億円、当期利益は１，

０８０億円の見込みである。
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①収益見通し（図表 11）

 (A)基準シナリオ                                           （億円）

11/3月期 12/3月期 13/3月期 14/3月期 15/3月期 累計

修正業務純益 2,150 1,400 1,400 1,470 1,540 7,960

不良債権処理額 4,000 400 200 50 50 4,700

経常利益 △1,800 700 900 1,420 1,490 2,710

当期利益   (A) △1,000 410 530 820 860 1,620

(注)不良債権処理は 10 年度に完了する方針であるが、11/3 末までの信託勘定の処理

    の一部は決算期間のずれにより 11 年度に計上されること、及び、今後若干の

    ﾊﾞｯﾌｧｰを含めて、11 年度～14 年度の４年間で 700 億円の見込みとしている。

     

 ・主要前提条件

 （金利）    ・直近の市場金利を基準とした将来金利(ｲﾝﾌﾟﾗｲﾄﾞ･ﾌｫﾜｰﾄﾞ･

               ﾚｰﾄ）。下記の通りの金利上昇を想定している。

11/3/末 12/3/末 13/3/末 14/3/末 15/3/末
円短期(6 ｹ月 LIBOR) 0.58% 0.96% 1.69% 2.06% 2.52%
円長期(５年ｽﾜｯﾌﾟ) 1.67% 2.13% 2.55% 2.85% 3.12%
ﾄﾞﾙ短期(6 ｹ月 LIBOR) 5.03% 5.06% 5.31% 5.40% 5.51%
ﾄﾞﾙ長期(５年ｽﾜｯﾌﾟ) 5.35% 5.44% 5.56% 5.63% 5.72%

 

 （為替ﾚｰﾄ） ・１ﾄﾞﾙ＝115 円（11 年 1月の水準）

 （株価水準）・計画の試算に用いる有価証券含み損益の前提は１０年９月

               末日経平均株価１３，４０６円としている。

  （楽観シナリオ、悲観シナリオとも同様）

 （国内貸出）・貸出需要の大幅な増加は見込み難いが､不良債権の処理･回

               収に引き続き注力しつつ､健全な資金需要に積極的に対応

               し、15/3 末残高は 11/3 末(10.6 兆円)を上回る前提。
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②基準シナリオに対する変動見通し

 (B)楽観シナリオ                                           （億円）

11/3月期 12/3月期 13/3月期 14/3月期 15/3月期 累計

修正業務純益 2,150 1,400 1,500 1,670 1,840 8,560

不良債権処理額 4,000 400 200 50 50 4,700

経常利益 △1,800 700 1,000 1,620 1,790 3,310

当期利益    (B) △1,000 410 590 940 1,040 1,980

変化額  (B)-(A) 0 0 60 120 180 360

 (C)悲観シナリオ                                           （億円）

11/3月期 12/3月期 13/3月期 14/3月期 15/3月期 累計

修正業務純益 2,150 1,400 1,300 1,270 1,240 7,360

不良債権処理額 4,000 500 300 100 100 5,000

経常利益 △1,800 600 700 1,170 1,140 1,810

当期利益    (C) △1,000 350 410 670 650 1,080

変化額  (C)-(A) 0 △60 △120 △150 △210 △540

・楽観的、悲観的シナリオの設定方法、計算根拠の概要

楽観的収益シナリオ

 （金利）    ・現在の低金利が持続。

 （国内貸出）・景況感底打ちに伴い貸出需要が緩やかに増加することから

               15/3 末の残高は 11/3 末比１兆円程度増加する。

（その他）  ・証券､不動産市況の回復に伴い、信託･財管業務は基準シナ
              リオにおける計画を 30%程度上回る伸びを想定。

悲観的収益シナリオ

 （金利）    ・ 13/3 月期より、基準シナリオよりさらに 1%の金利上昇。

 （国内貸出）・直接金融化が進み貸出金への需要が減少する想定の下、

               15/3 末残高は 11/3 末比１兆円減少する。

（その他）  ・証券､不動産市況低迷により、信託･財管業務の業容は基準
              シナリオでの計画を 30%程度下回る伸びにとどまる。

・ 不良債権処理については、今後の企業業績の悪化リスクを厚

めに見て、基準シナリオ比 300 億円の増加としている。
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ロ．リスク調整後の部門別収益率の見通し

当社は、経営の最重要課題の一つとして、財務の健全性の維持・向上と、資

本の効率的使用を行い株式価値の向上を図る目的から、リスク管理の高度化

を推進するとともに、リスク考慮後の収益性向上を重視した業務運営に取組

んでいる。

現在、各部門を統一的に比較できる指標を設定する段階には至っていないが、

個々の事業においてリスク計量化手法の高度化に向けた研究を行うととも

に、RAROCTM（Risk Adjusted Return on Capital）、RAROA（Risk Adjusted Return

on Asset）等の収益性指標を試行的に算出･分析し、この結果を業務運営に

生かすことでリスク調整後の収益性向上を図っている。

対顧与信事業においては、調査･審査部門で計測・分析した信用リスクの報

告に基づき、投融資審議会でクレジットポリシーを決定するリスク管理体制

を整えているが、現在、①業種･社内格付け･期間別の標準スプレッドを提示

し信用リスクに応じた適正スプレッドを確保すること、②リスク量効率化の

ため貸出ポートフォリオの分散を進めること、の２点を重点課題として掲げ

取組んでいる。

また、市場性資金運用事業においては、平成８年６月に設置したミドルオフ

ィス（管理部市場リスク管理室）で全社の金利・マーケットリスクをモニタ

ーし経営へ定期的に報告するとともに、ＡＬＭ審議会において収益性に見合

った適正なリスク量を決定する体制を整えている。「２（2）イ．主要部門
別の純収益動向」に記載の通り、１０年度まで市場性資金運用事業は良好な

収益を挙げており、今後ともリスクに対して適正な収益を確保するべくリス

ク量のコントロールと市場環境に応じた的確な運用を行っていく方針であ

る。

以上の信用リスク、金利･マーケットリスクに関わる各部門でのリスク考慮

後収益の維持･向上への取組みに加えて、今後、フィービジネスである信託・

財管事業に注力し、この部門の収益のウエイトアップを図ることで、全社ベ

ースでのリスク当りの収益性向上を実現していく方針である。

今後、各種データの蓄積・リスク量計測手法の高度化を進めるとともに、リ

スクのバッファーとなる資本の各事業への効率的配分を進める経営システ

ムの構築を図り、資本収益性の向上を目指していく方針である。



70

７．財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運用の確保のための方策

（１）各種リスク管理の状況

（基本方針）

・リスク管理体制の高度化を経営の最重要課題の一つと位置づけ、多様なリ

スクの正確な分析・把握、合理的な引受けリスク量の決定、適切な管理・

運営を通じて、収益力の向上、適正な業務展開に努めている。

・具体的リスク管理体制は（図表１２）の通りであり、リスク毎に組織・権

限体系を整備し、常務以上の役員で構成する審議会またはリスク管理部署

担当役員を頂点とする体制によって管理している。

・主要リスクの管理状況は、定期的に取締役会・経営会議に報告している。

・なお、リスク管理に係る全社的方針の立案・調整は企画部が担当している。

（図表１２）リスク管理の状況

ﾘｽｸ管理部署 現在の管理体制

過去１年間にみられた

改善を要する事例の

件数および概要

信用ﾘｽｸ ・ 営業企画部、海外審査部

（信用ﾘｽｸ管理体制の企

画・推進、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ、経営

陣への報告等）

・ 融資部（資産の自己査定

の監査、債権保全の元

締）

・ 調査部、海外審査部（信

用ﾘｽｸ量の測定、ﾘｽｸ計量

手法・理論の調査・研究）

・ 信用ﾘｽｸ運営・管理に関する意

思決定機関として、投融資審議

会を設置。ｸﾚｼﾞｯﾄ･ﾎﾟﾘｼｰ等の決

定、個別の投融資案件等の審査

と、信用ﾘｽｸの定期的なﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

を実施。

・ 倒産/ﾃﾞﾌｫﾙﾄ確率に基づく全社

格付、自己査定により、ﾘｽｸを管

理。

・ 企業格付から、回収

率等を加味した債権

格付に移行し、信用ﾘｽ

ｸ計量手法を高度化

・ ﾏｰｹｯﾄﾘｽｸとの統合的

管理により、全社のﾘｽ

ｸ総量を適切に管理･

運営。最適な自己資本

配分を推進

ｶﾝﾄﾘｰﾘｽｸ ・海外審査部 ・ 各国の信用状態を調査・審査

し、ｶﾝﾄﾘｰ格付を付与した上で、

格付に基づき各国にｼｰﾘﾝｸﾞを設

定、投融資審議会で決定。

・ 調査･審査手法を高

度化

金利・ﾏｰｹｯﾄ

ﾘｽｸ

・管理部 ・ 金利・ﾏｰｹｯﾄﾘｽｸの運営・管理に

関する意思決定機関として ALM

審議会を設置。適切なﾏｰｹｯﾄﾘｽｸ

量、配分等の決定と、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞを

実施。

・ 期間収益の変動管理

ｼ ｽ ﾃ ﾑの開発等によ

り、一層高度なﾘｽｸ管

理体制を整備

・ 信用ﾘｽｸとの統合的

管理の推進
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流動性ﾘｽｸ ・管理部 ・ 海外店の資金繰り把握も含め

た、内外を統合した管理を実

施。

・ ALM 審議会により、安定的な資

金繰り確保策を決定し、継続的

に実施。

・ 流動性ﾘｽｸの定量的

計測の推進

ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾅﾙ

ﾘｽｸ

・ 業務管理部（基本方針）

・ 事務推進部（事務企画、

店部指導）

・ 検査部（内部監査）

・ ｼｽﾃﾑ・事務部門担当役員、事務

力強化推進委員会による、事務

処理体制の把握、事務取扱要領

等の手続規定策定を通じ、ﾘｽｸを

管理。

・ 内部管理のﾁｪｯｸ機能として店

部内検査、検査部検査の実施。

・ 検査部検査の充実

（検査頻度、検査対象

の拡大、検査ﾏﾆｭｱﾙの

更なる充実）

EDP ﾘｽｸ

（ﾊｰﾄﾞ面）

・ 業務管理部（基本方針）

・ 検査部（EDP 監査）

・ ﾊｰﾄﾞ・ﾈｯﾄﾜｰｸにおける障害対応

策、必要な資源･導入計画につい

て、ｼｽﾃﾑ部長会の同意の下、経

営会議に方針上程。

・ また、ﾊｰﾄﾞの開発・運営作業に

ついては、内外基準に準拠し、

店部内検査・検査部 EDP 監査を

実施。

（ｿﾌﾄ面） ・ 業務管理部（基本方針）

・ 検査部（EDP 監査）

・ ｼｽﾃﾑ・事務部門担当役員が、Ｆ

ＩＳＣ等の基準を勘案し、ｿﾌﾄの

開発・運営に係る規則・標準化

等を制定。ｿﾌﾄの開発、保守およ

び運営全般にわたる品質の維持

向上を図っている。

・ また、ｿﾌﾄの開発・運営作業に

ついては、内外規定に準拠し、

店部内検査・検査部 EDP 監査を

実施。

・ 情報通信技術の発展

に応じ、規則等を改定

法務ﾘｽｸ ・ 審査、商品所管各部（個

別取引・商品の法務ﾘｽｸ）

・ 総務部、海外業務部（文

書の適法性等）

・ 個別取引・商品の法務ﾘｽｸにつ

いては、審査、商品所管各部担

当役員が管理し、法務部もｻﾎﾟｰ

ﾄ。

・ 総務部、海外業務部担当役員

・ 新商品・業務の適切

な法務ﾘｽｸ管理を実施
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が、全店部に設置されたｺﾝﾌﾟﾗｲｱ

ﾝｽ･ｵﾌｨｻｰを通じ、必要に応じ

て、重要文書の適法性をﾁｪｯｸ。

・ 総務部担当役員を委員長とす

るｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ委員会が法令遵守

状況等をﾁｪｯｸ。

ﾚﾋﾟｭﾃｰｼｮﾅﾙ

ﾘｽｸ（注）

・総務部 ・ 総務部担当役員が、全店部に設

置された情報管理責任者を通

じ、情報管理規則に基づき管

理。

・ 情報管理委員会で、情報管理状

況を把握。

・ 情報通信技術の発展

に応じ、規則等を改定

（注）ﾚﾋﾟｭﾃｰｼｮﾅﾙ･ﾘｽｸは、上記諸ﾘｽｸが顕在化した結果生じる、複合的ﾘｽｸと捉えているが、

ここでは、情報漏洩ﾘｽｸに限定して記載。

（２）資産運用に係る決裁権限の状況

当社は、信用ﾘｽｸ、金利・ﾏｰｹｯﾄﾘｽｸを伴う資産運用に関する基本方針を審議決

定する機関として、関連部署を担当する複数の常務以上の役員で構成する、審

議会を設置しており、合議制によって資産運用の的確性、健全性の確保を図っ

ている。審議会の体制については、以下の通り。

決裁権限機関 構成ﾒﾝﾊﾞｰ 目的・主要課題等

信用ﾘｽｸを伴う

資産運用

・投融資審議会 企画部担当役員、管理部担

当役員、調査部担当役員、

営業企画部担当役員、融資

部担当役員、審査各部担当

役員および社長が任命する

役員

運用基盤の強化拡充、資金

の最有効運用並びに資産の

健全性確保のための、与信

業務の基本方針および投融

資案件等の審議・決定

金利・ﾏｰｹｯﾄﾘｽｸ、

流動性ﾘｽｸを伴う

資産運用

・ＡＬＭ審議会 企画部担当役員、管理部担

当役員、総合資金部担当役

員、営業企画部担当役員、

海外業務部担当役員および

社長が任命する役員

３勘定のｵﾌﾊﾞﾗﾝｽを含む資

産・負債の適正な運営並び

に健全性確保を図るため

の、資産・負債総合管理の

ための基本方針の審議・決

定
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（３） 行内企業格付け

金融の自由化・国際化の進展により、当社の最も重要な業務の一つである国

内与信業務（融資・デリバティブ取引など）のビジネスチャンスは拡大してい

る。その一方で与信業務に関するリスクもまた多様化している。リスクを引受

けることが収益の源泉となるため、リスク量を測定・把握し、許容しうる一定

のリスク量のもとで収益を極大化させ、リスクのバッファーとなる必要自己資

本を適切に配分していくなど、リスク管理能力が問われる時代となっている。

そこで当社の行内企業格付は、取引先毎の信用リスクの程度に応じた信用格

付を実施している。信用リスクは「取引相手が契約通りの債務履行を怠り、キ

ャッシュフローまたは市場価格の損失を被るリスク」と定義され、与信業務に

ともなう最も基本的なリスクと言える。国内与信業務における信用リスク量の

正確な測定・把握を行うために、格付ランクを金利減免や返済猶予などの債務

不履行が発生する確率（いわゆるデフォルト確率）とリンクさせ、与信取引の

ある全取引先に対して信用格付を実施している。

当社の信用格付の実施ならびに運営要領は以下の通りである。

信用格付の区分はデフォルト確率に対応し「１」～「１０」の１０段階にな

っている。

取引先の財務データを基に、統計的手法を用い取引先毎の今後予想されるデ

フォルト確率を算出する。その算出されたデフォルト確率に応じ信用格付を付

与する。

信用格付は取引先の決算期にあわせて年２回（１０月～３月決算企業は１０

月、４月～９月決算企業は４月）の頻度で改定を行う。しかし経済環境により

取引先の信用状況は刻々と変化しているため、より取引先の信用状況に即した

信用格付を実施していくために、必要に応じて随時見直しを行う。具体的には

次回改定までの間に、決算および中間決算を迎え業績に著しい変動があった場

合、事業環境に大きな変化があった場合、その他信用状況に大きな変化が認め

られた場合、見直しを行う。また、株価や格付機関が実施している格付の変動

も参考指標として取入れ、タイムリーな見直しを実施する。

信用格付の結果は、当社の信用リスク管理・運営に関する意思決定機関であ

る投融資審議会に付議し、同審議会において決議する。

取引先毎に実施された信用格付をもとに、今後デフォルトすることにより被

ることが予想される損失が測定・把握され、与信取引に関する経費および利潤

を加味した適正なプライシング運営を行う。また、あわせて与信業務全体のポ

ートフォリオをリスクとリターンの関係をベースに評価し、最小のリスクで最

大の収益を得ることのできる最適なポートフォリオの構築を目指す。

さらに、データの整備・精度の向上や、格付推移行列を踏まえた貸出資産時

価およびそのボラティリティー（変動率）の測定を実施するなど、より精度の

高い信用リスクの管理手法の開発を試みている。

信用格付は当社の与信業務における信用リスク管理のために不可欠のもので
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あるとともに、正確な自己査定および適正な償却・引当の基礎ともなっている｡

なお、海外に関わる格付についてはアメリカの格付機関 Moody’s の格付に準拠
する形で設定しており、年２回定例見直しを実施しているほか、元利払い能力

に重大な影響を及ぼす事態が発生した場合には都度見直しを行っている。
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（４）資産内容

イ． 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第３条第２項の措置

後の財務内容

後述の通り、平成１０年度決算において約４，０００億円（銀行勘定の貸出金

償却・個別貸倒引当金繰入約３，０００億円、信託勘定での貸出金関係損失５

００億円、一般貸倒引当金の純繰入３００億円など）の不良債権処理を実施し、

資産健全化を一気に進める計画である。この処理後の資産内容の見通しは図表

１３の通りである。

金融再生法施行規則第４条に基づく資産区分で、破産更生債権及びこれらに準

ずる債権、危険債権、要管理債権の合計は、銀行勘定１３，８００億円（Ⅳ分

類直接償却後９，０００億円）、信託勘定１，２００億円の合計１５，０００

億円（直接償却控除後１０，２００億円）と見込んでいる。この計数は１０年

９月末の合計１３，７２０億円より約１，３００億円の増加となっているが、

これは上記の引当処理の実施に伴い債務者区分の見直しをあわせて厳格に行

うことを反映している。なお、開示債権額は以上の通り増加するものの、上記

の処理に伴い引当によるカバー率が改善することから、実質上の資産の健全化

は大幅に改善することになる。

具体的には、銀行勘定における資産区分別与信額に対する担保・引当金による

カバー率で見ると、破産更生債権等は１００％カバー済みで、危険債権は８

１％（１０年９月末７６％）、要管理債権は４７％（同３９％）と安全圏とい

えるカバー状況になる見込みである。

また、各資産区分の未保全部分に対する個別引当のカバー率については、破産

更生債権等は既にフルカバーであり、危険債権は約７０％（１０年９月末約５

１％）、要管理債権に対しては、未保全部分に１５％の一般引当を行う。さら

にその他の要注意先債権（要管理債権以外）に対しても、後記の通り、財務状

況に応じたグループごとに適正かつ十分と判断する一般引当を行う方針であ

る。１１年３月末における一般貸倒引当金の引当率は現時点で５～６％となる

見込みである。以上の結果としての引当内容は、金融再生委員会による「資本

増強に当たっての償却・引当についての考え方」にも十分適合出来るものと考

えている。

一方、信託勘定についても、今年度の処理により破産更正債権等の未保全部分

は一掃する計画である。その結果、危険債権の未保全部分２５０億円に対して、

特別留保金及び債権償却準備金が各々３５０億円、９億円と、財務的にはフル

カバーの状況となる。
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（図表 13）法第３条第２項の措置後の財務内容

    ＜銀行勘定＞  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億円）

資産区分別与信額 保全状況

(担保・引当金によるｶﾊﾞｰ率) (保全率=引当金/担保での保全部分以外の債権額)

破産更生債権及び

これらに準ずる債権(A) 7,600

個別貸倒引当金による

保全

5,700

(破綻先･実質破綻先債権) (１００%) 担保・保証等による保全 1,900

保全なし 900

危   険   債   権

(B)

4,700 個別貸倒引当金による

保全

2,100   約７０％

( 破 綻 懸 念 先 債 権 ) (８１%) 担保・保証等による保全 1,700

要 管 理 債 権 (C) 保全なし 800
（要注意先債権のうち、

  ３ｶ月以上延滞債権・
1,500 一般貸倒引当金による

保全

150   約１６％

  貸出条件緩和債権) (４７%) 担保・保証等による保全 550

正 常 債 権 72,700 一般貸倒引当金 650 (C)以外の要

 注意先に５

 ～６％引当

合 計 86,500 (A)～(C)合計 13,800

Ⅳ分類相当額 4,800 の直接償却後では 9,000

＜信託勘定＞                                         （億円）

資産区分別与信額 保全状況

(担保等によるｶﾊﾞｰ率)

破 産 更生債権及び

これらに準ずる債権(D) 450

保全なし － 特別留保金

        350
(破綻先･実質破綻先債権) (１００%) 担保・保証等による保

全

450 債権償却準備

金        9

保全なし 250 を考慮すれ

危   険   債   権

(E)

650 ば、財務的

にはフル
( 破 綻 懸 念 先 債 権 ) (６２%)

担保・保証等による保

全

400

カバー

要 管 理 債 権 (F) 保全なし 20
（要注意先債権のうち、

  ３ｶ月以上延滞債権・
100

  貸出条件緩和債権) (８０%)

担保・保証等による保

全

80

正 常 債 権 33,100

合 計 34,300 (D)～(F)合計 1,200

(注)現段階での概数試算であり、10/12 基準自己査定の確定･今後の時点修正等による計数の変動はありうる

 金融再生法施行規則に定める開示基準に基づいた試算であるが、一部当社判断による作成を含む。
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【ご参考】平成 10年９月（償却・引当後）の資産区分・引当状況

＜銀行勘定＞  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億円）

資産区分別与信額 保全状況

(担保・引当金によるｶﾊﾞｰ率) (保全率=引当金/担保での保全部分以外の債権額)

破産更生債権及び

これらに準ずる債権(A) 8,675

個別貸倒引当金による

保全

6,120

(破綻先･実質破綻先債権) (１００%) 担保・保証等による保全 2,554

保全なし 482

危   険   債   権

(B)

2,041 個別貸倒引当金による

保全

497   約５１％

( 破 綻 懸 念 先 債 権 ) (７６%) 担保・保証等による保全 1,061

要 管 理 債 権 (C) 保全なし 1,127
（要注意先債権のうち、

  ３ｶ月以上延滞債権・
1,850 一般貸倒引当金による

保全

160   約１２％

  貸出条件緩和債権) (３９%) 担保・保証等による保全 562

正 常 債 権 77,762

合 計 90,328 (A)～(C)合計 12,566

〃 部分直接償却後 7,299

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＜信託勘定＞                                         （億円）

資産区分別与信額 保全状況

(担保等によるｶﾊﾞｰ率)

破 産 更生債権及び

これらに準ずる債権(D) 506

保全なし 101 特別留保金

        372
(破綻先･実質破綻先債権) (８０%) 担保・保証等による保

全

405 債権償却準備

金        9

保全なし 202 を考慮すれ

危   険   債   権

(E)

540 ば、財務的

にはフル
( 破 綻 懸 念 先 債 権 ) (６２%)

担保・保証等による保

全

337

カバー

要 管 理 債 権 (F) 保全なし 8
（要注意先債権のうち、

  ３ｶ月以上延滞債権・
107

  貸出条件緩和債権) (９２%)

担保・保証等による保

全

98

正 常 債 権 34,402

合 計 35,556 (D)～(F)合計 1,154
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ロ．全銀協統一開示基準
(図表１４）リスク管理債権情報 （注１） (億円、％）

１０／３月末 １０／９月末 １１／３月末
実績 実績 見込み

破綻先債権額 銀行勘定      ① 1,234 2,696 3,000
信託勘定      ② 123 235 270

延滞債権額 銀行勘定      ③ 4,482 4,297 4,040
信託勘定      ④ 409 269 200

３か月以上延滞債権額 銀行勘定      ⑤ 70 250 240
信託勘定      ⑥ 106 125 110

貸出条件緩和債権額 銀行勘定      ⑦ 4,474 3,830 3,070
信託勘定      ⑧ 439 187 170

  イ．金利減免債権 銀行勘定      ⑨ 1,965 3,050 2,350
信託勘定      ⑩ 416 162 145

  ロ．金利支払猶予債権 銀行勘定      ⑪ 19 19 20
信託勘定      ⑫ 5 5 5

  ハ．経営支援先に対する債権 銀行勘定      ⑬ 761 760 700
信託勘定      ⑭ － － －

  ニ．元本返済猶予債権 銀行勘定      ⑮ 1,729 － －
信託勘定      ⑯ 16 20 20

  ホ．その他 銀行勘定      ⑰ － － －
信託勘定      ⑱ － － －

合        計 銀行勘定      ⑲ 10,262 11,075 10,350
信託勘定      ⑳ 1,078 819 750

 会計上の変更により減少した額（注２） － － －
比率（銀行勘定）       ⑲／銀行勘定総貸出 11.82 13.43 12.95
比率（信託勘定）       ⑳／信託勘定総貸出 3.07 2.30 2.19

個別貸倒引当金 Ａ 6,459 6,620 7,800
引  当  率           Ａ／⑲ 62.94 59.77 75.36
(注１)全銀協の｢有価証券報告書における「リスク管理情報」の開示について」(平成10年３月２４日付、

平10調第４３号）の定義に従うものとし、貸出条件緩和債権について複数の項目に該当するものについては

最も適当と判断した項目に計上すること。

（注２）会計方法の変更により資産控除される間接償却部分。

控除可能額は、4,800億円。控除後のリスク管理債権は、銀行勘定5,550億円。
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（５）償却・引当方針

イ．従来の償却・引当方針

（基本的な考え方）

・倒産等による貸倒償却・引当のほか、保有資産について個別に自己査定を実

施、回収可能性や価値の毀損の可能性を検証し、予め見積りうる損失に備えた

適正な償却・引当を行うことにより、当社資産の健全性維持に資することを目

的としている。

・なお、自己査定については、適正な償却もしくは引当処理を行うための準備

作業であるのみならず、資産の毀損リスクを最小化しつつ健全な資産の積上げ

に努めるうえで、債務者の業況を十分管理するための重要な手続きと位置づけ

ている。

（体制の強化・引当率等の算定方法）

・資産査定に関する通達、日本公認会計士協会の実務指針等に準拠して制定し

た当社自己査定規定等に則して自己査定を年２回実施し、自己査定結果をもと

に償却・引当計画を策定、経営会議の承認を得て、償却・引当を実施する体制

としている。

・償却・引当に関しても企業会計原則、法人税基本通達、上記実務指針等に準

拠した社内規定・運営要領を制定し、適正かつ円滑な運営を図る体制としてい

る。

具体的には、

① 銀行勘定の正常先債権、要注意先債権に対しては、直近３年程度の貸倒実績

率等の合理的基準により見積った金額を一括して貸倒引当金に計上している。

 　なお、貸倒実績率等は債務者の財務状況に応じ、グル－ピングして算出する

こととしている。要注意先債権のうち相対的にリスク度が高いと判断される、

一定基準以下の財務内容の劣化した債権グループに対しては、より保守的に

高率（平成１０年９月期は１０％）の貸倒実績率を適用し、海外拠点の貸出

については、個別国・地域の特殊要因等を勘案し、個別引当基準でカバーさ

れない部分への引当（平成１０年９月期は平均で７．３％）を実施している。

② 破綻懸念先債権に対しては、債権額から担保処分可能見込額、及び保証によ

る回収可能見込額を控除した額をもとに、個別に合理的な方法で必要額を算

定し個別貸倒引当金として引当てる。

③ 実質破綻先債権、破綻先債権に対しては、債権額から担保処分可能見込額、

および保証による回収可能見込額を減算し、その残額を個別貸倒引当金とし

て個別に引当てるか、または貸倒償却する。

④ なお、信託勘定については、間接償却（貸倒引当金の計上）ができないが、
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銀行勘定に準じた自己査定及び償却基準により直接償却を実施している。

ロ．公的資金による株式等の引受け等を踏まえた自主的・積極的な償却・引当

方針

 

当社は前述の通り、これまでも相対的に高い個別引当水準に加え、一部要注意

先債権に対し１０％という高率の一般引当を実施するなど、適正かつ十分な償

却・引当を実施してきたが、今般の公的資金導入にあたり、さらに自主的・積

極的に引当水準を引上げ、資産の健全性を一段と高い水準に持っていく方針と

している。

具体的には、１０年度決算においては、以下の方針に基づき、資産健全化プロ

セスの完了を図る方針である。

① 破産更生債権等について、担保評価等の時点修正により万全の引当を確保す

ること。

② 連結子会社及び関連会社に係わる資産健全化を完了させること。

③ 一部業種に見られる財務状況の劣化に対応し、予防的な引当を厚めに行うこ

と。

④ これらにより、危険債権のうち未保全部分に対する引当率７０％程度を確保

すること。

⑤ 要管理債権について、未保全部分に対する１５％の引当を行うこと。

⑥ 要管理債権以外の要注意先債権についても、債務者の財務状況、再建計画の

内容等に応じてグルーピングし、さらに当該グループごとに貸出等の平均残

存期間を勘案して適正な貸倒実績率を算出すること。

１１月の公表予想時点では、１０年下期の不良債権処理額を８００億円程度

と予想していた。これに対し、上記の方針により一般貸倒引当金の純繰入の

約３００億円を含め、公表予想比約１，９００億円増加の約２，７００億円

の処理の着地となる見込みである。

処理額の増加要因は、②の処理に伴うものが４００～５００億円、③の予防

的引当に伴うコストが１，２００億円、要注意先債権（要管理債権以外）に

対する引当が約２００億円、に分解できる。これらの引当を実施することに

より、現時点において想定し得るリスクには十分な財務上の手当てを確保で

きるものと考えている。

以上の銀行勘定の償却・引当方針は、日本公認会計士協会による実務指針の１

１年１月１２日付改正案の趣旨に照らしても十分適正な措置であると考えて

いる。

信託勘定についても、予てより前倒しで処理を進めてきているところであるが、

１１年３月期においては破産更生債権等の未保全部分を全額償却する方針で

ある。
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（図表１５）不良債権処理状況 (億円）
９／３月期 １０／３月期 １１／３月期
実績 実績 見込み

不良債権処理額(Ａ) 4,679 4,046 4,200
個別貸倒引当金取崩額(Ｂ) 105 705 550
不良債権ネット処理額(Ａ)-(B) 4,574 3,340 3,650
うち銀行勘定 3,795 3,090 3,150
       貸出金償却 479 243 60
     個別貸倒引当金純繰入額 2,377 2,733 2,970
       ＣＣＰＣ向け債権売却損 7 56 10
  協定銀行等への資産売却損（注） － － －
  債権売却損失引当繰入額 105 33 50
  その他の債権売却損 824 24 60
うち信託勘定 778 250 500
  貸出金償却 661 206 460
  ＣＣＰＣ向け債権売却損 117 44 10
  協定銀行等への資産売却損(注） － － －
  その他債権売却損 0 0 30

(注）金融機能の再生のための緊急措置に対する法律第５３条で定められた協定銀行等
への債権売却損。

（図表１６）不良債権償却原資 (億円）
９／３月期 １０／３月期 １１／３月期
実績 実績 見込み

信託勘定償却前業務純益 （注１） 4,511 1,565 1,850
国債等債券関係損益 361 402 510
株式等損益 167 898 100
不動産処分損益 3 128 40
内部留保利益 － （注２）   830 （注３） 1,700
その他 － － －

合計 4,683 3,422 3,690
(注１）特別留保金取崩額2,275億円を含む。

(注２）全額別途積立金取崩額。

(注３）不良債権処理に伴う税効果及び剰余金の減少額。
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ハ． 管理部等における管理・回収方策

全店的な管理債権の回収・処理促進の体制は次の通り。

・ 営業企画部（事業法人マーケット戦略の企画担当部署）：

        全体のポートフォリオ管理、その改善の企画推進

・ 融資部（自己査定監査、償却担当部署）：

        管理債権の管理、回収進捗状況のモニタリング

・ 審査各部（与信審査担当部署）：

個別管理債権の処理方針の策定、店部指導、保全の強化や減債回収

計画の策定・推進。自己査定債務者区分が破綻懸念先以下について

は審査第二部において集中管理

審査第二部は貸出審査の一環として、担保等の整理（担保競売申し立て等）、

回収処理方針・処理プログラムの策定を担当している。

担保不動産の処理については不動産営業部隊と協働し、処理促進を図って

いる他、法的手続きへの移行が必要となる場合には、法務セクションとの

連携を行っている。

管理・回収の状況については営業店より 1～3ヶ月ごとの報告を求め、さら

に 6ヶ月毎に経営に報告する体制となっている。

  当社は平成 11年 3月期決算をもって不良債権の処理を完了し、今後は実回

収の極大化と財務内容の健全性確保に注力する。具体的には、「不良債権

回収にかかわる対顧折衝部署と審査部署の一体化」及び「担保不動産流動

化部隊の審査第二部内配置」等体制面を整備する。これは、不良債権回収

の対顧折衝部署と審査部署を一体化することで、より迅速な意思決定を図

るとともに、当社が長年培ってきた不動産仲介ノウハウを最大限活用する

ことで、不良債権回収の極大化を目指すものである。

加えて、国内外のＳＰＣを使ったバルクセール等による最終的な処分・回

収（平成 10 年度バルクセール実績見込み 約 1,000 億円）、サービサーの

活用等による不良債権の回収（共同債権買取機構向け債権を含む）も促進

している。

当社は従来から不良債権の処分・回収には積極的に取り組んできており、

平成 4年 4月以降平成 10年 9月までの貸出処分額（簿価ベース、償却除き

の売却等実処分）は約 5,200 億円に達している。うち共同債権買取機構向

け債権売却は累計で約 2,300 億円に上っている。同機構への売却に伴って

発生する、当社から同機構への貸出金残高は、売却済債権の最終処分、回

収活動が進んだ結果、283 億円にまで減少している。また、同機構向け売却
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債権の当社の実回収率は、売却債権元本比で約 15%、見積買取価格比で約

40%（全行平均約 20%）と他行比抜きん出た高い実績を残している。これは、

会計上の処理にとどまらず、実態的な不良債権回収に全社一丸になって取

組んできた成果であり、上記施策を推進することで、更なる実回収率の向

上を図る所存である。

（債権放棄に対する考え方）

債権放棄については取引先企業の再生につながることで残存債権の回収が

より確実になる等の経済合理性がある場合に、株主責任やメインバンクの

責任が合理的に勘案され、かつ当該企業の経営責任が明確化されているこ

と等を条件として、これを実施する。

他方、当社決算上の観点からは、再建支援応諾前であっても合理的に当社

負担額を見積れる場合には、予防的に引当を行なう保守主義的な会計方針

をとっている。

ニ． 行内企業格付ごとの償却・引当の目処

    日本公認会計士協会の実務指針の趣旨に則り、自己査定における債務者区

分と格付を整合させるべく既に社内規定を見直しており、１１年４月１日

から適用、施行する予定である。これによって、要注意先債権以下の取引

先については、行内格付と償却・引当が対応することとなる。また要注意

先債権に対する一般貸倒引当金の算定においては、格付に応じて高率の引

当率を適用する引当規定となる。
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（図表17）過去１年間の倒産先 （件数・億円）

倒産1年前の 倒産件数 倒産時貸出残高

行内格付

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 2 10

5 6 20

6 7 19

7 7 1,415

8 5 31

9 5 336

10 12 205

格付なし 1 2

総計 45 2,036

（注）小口（与信額50百万円未満）は除く｡
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（６）含み損益の状況
(図表１８）含み損益総括表 （億円）

１０/３月末
貸借対照表
価 額 時価 評価損益 評価益 評価損

有価証券（注１） 26,946 27,884 937 2,400 1,462
債券 8,319 8,597 278 281 2
株式 13,688 14,375 686 2,033 1,346
その他 4,938 4,910 ▲ 27 86 114

金銭の信託 668 701 33 40 7

再評価差額金 - - - - -
不動産含み損益 430 1,031 601 - -

その他資産の含み損益(注２） 235,352 34,239 379 - -
金利関連ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ 224,606 28,450 330 - -
通貨関連ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ 3,651 72 72 - -
株式関連ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ 250 117 0 - -
債券関連ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ 6,843 5,600 ▲ 23 - -

（億円）
１０/９月末

貸借対照表
価 額 時価 評価損益 評価益 評価損

有価証券（注１） 30,801 29,913 ▲ 887 1,910 2,798
債券 9,078 9,499 420 420 0
株式 13,357 11,903 ▲ 1,454 1,241 2,695
その他 8,364 8,510 146 248 102

金銭の信託 661 678 17 28 10

再評価差額金 - - - - -
不動産含み損益 429 1,019 590 - -

その他資産の含み損益(注２） 215,550 29,057 419 - -
金利関連ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ 199,081 22,486 819 - -
通貨関連ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ 6,012 ▲ 354 ▲ 354 - -
株式関連ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ 0 0 0 - -
債券関連ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ 10,455 6,924 ▲ 45 - -

（注１）有価証券は上場有価証券（債券は国債、地方債、社債）及び非上場有価証券のうち時価相当            
 価格の算定が可能なものを対象とした。尚、時価は主として上場有価証券の場合は東京証券
 取引所の終値を、非上場有価証券については日本証券業協会が公表する売買価格等又は
同協会 が発表する公社債店頭基準気配値等に基づいて計算した価格等によっている。
 その他の項目は、上場有価証券については主として「外国債券」であり、非上場有価証券につ
 いては主として証券投資信託の受益証券。

(注２）デリバティブ取引に関しては、トレーディング勘定は時価評価のうえ損益計算書上に記載して
  いる為、バンキング勘定のみを記載。貸借対照表価額には契約額等を記載している。
 時価算定にあたっては、金利関連＝取引所取引：東京金融先物取引所終値、店頭取引：

 割引現在価値やｵﾌﾟｼｮﾝ価格計算ﾓﾃﾞﾙ、通貨関連＝割引現在価値、株式関連及び債券関連＝

 東京証券取引所終値を基準とした。
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（７）金融派生商品等取引動向

(図表１９）オフバランス取引総括表 (億円）

１０／３月末 １０／９月末 １０／３月末 １０／９月末

金融先物取引 189,766 117,380 - -

金利スワップ 233,616 232,687 5,396 7,177

通貨スワップ 4,729 6,448 344 387

先物外国為替取引 90,891 63,820 4,386 2,118

金利オプションの買い 8,096 10,414 71 98

通貨オプションの買い 2,942 3,850 145 163

その他の金融派生商品 19,859 27,730 0 0

－ － ▲ 5,359 ▲ 5,453

合         計 549,902 462,332 4,985 4,492

(注1）ＢＩＳ自己資本比率基準ベースに取引所取引、原契約２週間以内の取引を加えたもの。
(注2)金融先物取引＝金利先物、債券先物、株式先物
      その他の金融派生商品＝FRA・FXA、債券先物ｵﾌﾟｼｮﾝ・株式先物ｵﾌﾟｼｮﾝ（売買共）、金利ｵﾌﾟｼｮﾝ・

  通貨ｵﾌﾟｼｮﾝ（売）

平成１０年９月末時点におけるオフバランス取引の与信相当額４，４９２億円の約７割は、
格付機関の格付で投資適格に該当する信用力がある先との取引であり、それ以外の
取引を加えても、信用コストは１９億円程度、与信相当額の０．４％程度に過ぎない。

(図表２０）信用力別構成(１０/９月末時点） （億円）
格付BBB/Baa以上 格付BB/Ba以下に
に相当する信用力 相当する信用力を その他(＊） 合計
を有する取引先 有する取引先

信用リスク相当額（与信相当額） 3,093 1,251 148 4,492

信用コスト 2 16 0 19

信用リスク量 19 28 1 48

（＊ ） 個人取引(外貨定期）、格付がない先に対するインパクトローン関連取引等。
（注1）連結ベース。「与信相当額 」はBIS自己資本比率基準と同義。

（注2）信頼区間は99％、保有期間は１年とした。

（注3）信用コストは計量化により算出した予想損失額。

（注4）信用リスク量は計量化により算出した非予想損失額。

一括ネッティング契 約に
よる与信相当額削除効果

契約金額・想定元本 信用リスク相当額（与信相当額）


